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  参考図表等 

 

◎ 大学機関別認証評価委員会委員及び専門委員（平成 23 年３月現在） 

 ○ 大学機関別認証評価委員会名簿（◎委員長、○副委員長） 

氏 名 現  職 氏 名 現  職 

  赤 岩 英 夫 元 群馬大学長         児 玉 隆 夫 帝塚山学院学院長    
 鮎 川 恭 三 元 愛媛大学長         小 林 俊 一 秋田県立大学長      

  小 間   篤 
科学技術振興機構研究主

監 
 荒 川 正 昭 

新潟県健康づくり・スポ

ーツ医科学センター長 
 齋 藤 八重子

元 東京都立九段高等

学校長 

 飯 野 正 子 津田塾大学長        ○佐 藤 東洋士 桜美林大学長        
 稲 垣   卓 前 大阪教育大学長    鈴 木 昭 憲 前 秋田県立大学長   

 尾 池 和 夫 
国際高等研究所理事・

所長 
 鈴 木 賢次郎 

大学評価・学位授与機

構教授 

 大 塚 雄 作 京都大学教授         鈴 木 典比古 国際基督教大学長    

 荻 上 紘 一 
大学評価・学位授与機

構教授 
 永 井 多惠子 

せたがや文化財団副理

事長 

 梶 谷   誠 電気通信大学長       野 上 智 行 国立大学協会専務理事

 金 川 克 子 神戸市看護大学長     ﾊﾝｽ ﾕｰｹﾞﾝ･ﾏﾙｸｽ 南山学園理事長      
 北 原 保 雄 元 筑波大学長       

 郷   通 子 
情報システム研究機構

理事 

 福 田 康一郎
医療系大学間共用試験

実施評価機構副理事長

 河 野 通 方 
大学評価・学位授与機

構評価研究部長    
◎吉 川 弘 之

科学技術振興機構研究

開発戦略センター長 

   

 

 ○ 大学機関別認証評価委員会運営小委員会名簿（◎主査） 

氏 名 現  職 氏 名 現  職 

 赤 岩 英 夫 元 群馬大学長  小 間   篤
科学技術振興機構研究

主監 

 鮎 川 恭 三 元 愛媛大学長  鈴 木 昭 憲 前 秋田県立大学長 

◎荻 上 紘 一 
大学評価・学位授与機

構教授 
 鈴 木 賢次郎

大学評価・学位授与機

構教授 

 北 原 保 雄 元 筑波大学長 

 児 玉 隆 夫 帝塚山学院学院長 
福 田 康一郎

医療系大学間共用試験

実施評価機構副理事長
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 ○ 大学機関別認証評価委員会評価部会名簿（◎部会長、○副部会長） 
 （第１部会） 
 【委員】 

氏 名 現  職 氏 名 現  職 

◎赤 岩 英 夫 元 群馬大学長  荻 上 紘 一 
大学評価・学位授与機構
教授 

 鈴 木 賢次郎 
大学評価・学位授与機構
教授 ○荒 川 正 昭 

新潟県健康づくり・スポ
ーツ医科学センター長 

○野 上 智 行 国立大学協会専務理事 

 
 【専門委員】 

氏 名 現  職 氏 名 現  職 

 小 野 耕 二 名古屋大学教授  貫 和 敏 博 東北大学教授 

 功 刀   滋 京都工芸繊維大学教授  前 田 早 苗 千葉大学教授 

 近 藤 倫 明 
北九州市立大学理事・副
学長 

 土 屋    俊 千葉大学教授 

○南     努 
大阪府立産業技術総合研
究所長 

 
   
 （第２部会） 
 【委員】 

氏 名 現  職 氏 名 現  職 

 荻 上 紘 一 
大学評価・学位授与機構
教授 

○小 林 俊 一 秋田県立大学長 

○金 川 克 子 神戸市看護大学長  鈴 木 賢次郎 
大学評価・学位授与機構
教授 

◎児 玉 隆 夫 帝塚山学院学院長  

  
 【専門委員】 

氏 名 現  職 氏 名 現  職 

 中 野 常 男 神戸大学教授 
木 部 暢 子 

人間文化研究機構国立国
語研究所教授  野 口 美和子 沖縄県立看護大学長 

 土 屋   俊 千葉大学教授  別 所 遊 子 
神奈川県立保健福祉大学
教授 

○前 原 澄 子 京都橘大学看護学部長 
 飛 松 好 子 

国立障害者リハビリテー
ションセンター病院第一
診療部長 

○森   正 夫 公立大学協会相談役 

 
 
 （第３部会） 
 【委員】 

氏 名 現  職 氏 名 現  職 

 荻 上 紘 一 
大学評価・学位授与機構
教授 

 鈴 木 賢次郎 
大学評価・学位授与機構
教授 

◎福 田 康一郎 
医療系大学間共用試験実
施評価機構副理事長 

 
 【専門委員】 

氏 名 現  職 氏 名 現  職 

○栗 原 英 見 広島大学教授 
○今 井 浩 三 

東京大学医科学研究所附
属病院長  土 屋   俊 千葉大学教授 

 恵比須 繁 之 大阪大学教授  野 嶋 佐由美 高知女子大学看護学部長
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 （第４部会） 

 【委員】 

氏 名 現  職 氏 名 現  職 

◎鮎 川 恭 三 元 愛媛大学長  鈴 木 賢次郎 
大学評価・学位授与機構

教授 

 荻 上 紘 一 
大学評価・学位授与機構

教授 
○鈴 木 典比古 国際基督教大学長 

  
【専門委員】 

氏 名 現  職 氏 名 現  職 

 岩 田 州 夫 
公立はこだて未来大学副

理事長 
 土 屋   俊 千葉大学教授 

 近 藤   譲 お茶の水女子大学副学長  西 村 立 子 沖縄県立芸術大学教授 

 潮 江 宏 三 京都市立芸術大学教授  森 田   寛 北海道教育大学教授 

 庄 野   進 国立音楽大学長 ○矢 田 俊 文 北九州市立大学長 

 

 （第５部会） 

 【委員】 

氏 名 現  職 氏 名 現  職 

 荻 上 紘 一 
大学評価・学位授与機構

教授 
 鈴 木 賢次郎 

大学評価・学位授与機構

教授 

◎鈴 木 昭 憲 前 秋田県立大学長  

 
 【専門委員】 

氏 名 現  職 氏 名 現  職 

 土 屋   俊 千葉大学教授 
 小 野 憲一郎 

日本動物高度医療センタ

ー学術部長・腫瘍科科長 ○中 島 恭 一 富山国際大学長 

 川 嶋 太津夫 神戸大学教授 ○中 島 秀 之 
公立はこだて未来大学長

・理事長 

 後 藤 正 和 三重大学理事・副学長  

  

 （第６部会） 

 【委員】 

氏 名 現  職 氏 名 現  職 

 荻 上 紘 一 
大学評価・学位授与機構

教授 
○佐 藤 東洋士 桜美林大学長 

◎北 原 保 雄 元 筑波大学長  鈴 木 賢次郎 
大学評価・学位授与機構

教授 

 
 【専門委員】 

氏 名 現  職 氏 名 現  職 

 小 川 宣 子 中部大学教授  土 屋   俊 千葉大学教授 

○加 藤 祐 三 都留文科大学長  山 内 ひさ子 長崎県立大学教授 
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 （第７部会） 

 【委員】 

氏 名 現  職 氏 名 現  職 

○稲 垣   卓 前 大阪教育大学長 ◎小 間   篤 
科学技術振興機構研究主

監 

○尾 池 和 夫 
国際高等研究所理事・所

長 
 鈴 木 賢次郎 

大学評価・学位授与機構

教授 

 

 

 

 

 荻 上 紘 一 
大学評価・学位授与機構

教授 
 

 

【専門委員】 

氏 名 現  職 氏 名 現  職 

 土 屋    俊 千葉大学教授  中 井    滋 宮城教育大学教授 

 利 島    保 広島大学名誉教授 ○永 田 眞三郎 関西大学教授 

 

 

 ○ 大学機関別認証評価委員会財務専門部会名簿（◎部会長、○副部会長） 

 【委員】 

氏 名 現  職 氏 名 現  職 

 赤 岩 英 夫 元 群馬大学長 ○佐 藤 東洋士 桜美林大学長 

 
 【専門委員】 

氏 名 現  職 氏 名 現  職 

 北 村 信 彦 公認会計士、税理士 ◎和 田 義 博 公認会計士、税理士 

 清 水 秀 雄 公認会計士、税理士  

 

 

 ○ 大学機関別認証評価委員会意見申立審査会名簿（◎会長、○副会長） 

氏 名 現  職 氏 名 現  職 

 東   市 郎 室蘭工業大学監事  鶴 見 尚 弘 
（財）東洋文庫理事・研

究員 

○佐 藤 弘 毅 目白大学長  吉 本 高 志 大学入試センター理事長

 佐 藤 美 穂 國學院大學客員教授  米 山   宏 
前 阿南工業高等専門学

校長 

◎丹 保 憲 仁 
北海道立総合研究機構理

事長 
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◎ 短期大学機関別認証評価委員会委員及び専門委員（平成 23 年３月現在） 

 ○ 短期大学機関別認証評価委員会名簿（◎委員長、○副委員長） 

氏 名 現  職 氏 名 現  職 

 鈴 木 賢次郎
大学評価・学位授与機

構教授  麻 生 隆 史 
九州情報大学長・山口

短期大学長 

 雨 宮 照 雄 三重短期大学教授 
○関 根 秀 和

大阪女学院大学長・大

阪女学院短期大学長 

 大 竹 美登利 東京学芸大学副学長 

 大 野 博 之 
国際学院埼玉短期大学

長 

 難 波 正 義
新見公立大学長・新見

公立短期大学長 

 荻 上 紘 一 
大学評価・学位授与機

構教授 
 樋 田 豊次郞

秋田公立美術工芸短期

大学長 

◎上 條 宏 之 長野県短期大学長  松 田 之 利
岐阜市立女子短期大学

長 

 小 舘 静 枝 
小田原女子短期大学理

事 
 山 内 芳 文

聖徳大学教授・学長補

佐 

 澤 井 昭 男 福島学院大学教授  吉 田   文 早稲田大学教授 

 清 水 一 彦 筑波大学理事・副学長  吉 村 惠美子
川崎市立看護短期大学

長 

 

 

 ○ 短期大学機関別認証評価委員会評価部会名簿（◎部会長、○副部会長） 

 【委員】 

氏 名 現  職 氏 名 現  職 

○雨 宮 照 雄 三重短期大学教授  鈴 木 賢次郎 
大学評価・学位授与機構

教授 

○大 竹 美登利 東京学芸大学副学長 ○松 田 之 利 岐阜市立女子短期大学長

 荻 上 紘 一 
大学評価・学位授与機構

教授 
◎山 内 芳 文 聖徳大学教授・学長補佐

○上 條 宏 之 長野県短期大学長  

 
 【専門委員】 

氏 名 現  職 氏 名 現  職 

 五十嵐      潤 
秋田公立美術工芸短期大

学教授 
 野 澤 庸 則 

大学評価・学位授与機構

客員教授 

 平 本 弘 子
福山市立女子短期大学

教授  嶋 崎 伸 一 
山形県立米沢女子短期

大学理事・学生部長 

 清 水 道 夫 長野県短期大学教授 
 福 井   有

大手前大学総長・大手

前短期大学長 

 

 

 

 

 

 

 

 田 野 光 彦 南九州短期大学長  渕 上 倫 子 福山大学教授 

  諸 岡 晴 美 富山大学教授 
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 ○ 短期大学機関別認証評価委員会財務専門部会名簿（◎部会長、○副部会長） 

 【委員】 

氏 名 現  職 氏 名 現  職 

 雨 宮 照 雄 三重短期大学教授 ○大 野 博 之 国際学院埼玉短期大学長

 
 【専門委員】 

氏 名 現  職 氏 名 現  職 

◎清 水 秀 雄 公認会計士、税理士  和 田 義 博 公認会計士、税理士 

 

 

 ○ 短期大学機関別認証評価委員会意見申立審査会名簿 

氏 名 現  職 氏 名 現  職 

 東   市 郎 室蘭工業大学監事  鶴 見 尚 弘 
（財）東洋文庫理事・研

究員 

 佐 藤 弘 毅 目白大学長  吉 本 高 志 大学入試センター理事長

 佐 藤 美 穂 國學院大學客員教授  米 山   宏 
前 阿南工業高等専門学

校長 

 丹 保 憲 仁 
北海道立総合研究機構理

事長 
 

 
 
◎ 高等専門学校機関別認証評価委員会委員及び専門委員（平成 23 年３月現在） 

 ○ 高等専門学校機関別認証評価委員会名簿（◎委員長、○副委員長） 

氏 名 現  職 氏 名 現  職 

 青 木 恭 介 仙台高等専門学校教授 
 中 原 一 彦 

大学評価・学位授与機構

学位審査研究部長 
 揚 村 洋一郎 

日本橋女学館中学校・高

等学校長 

 長 島 重 夫 

元 株式会社日立製作所

教育企画部シニアコンサ

ルタント  荒 金 善 裕 

 

東京都立産業技術高等専

門学校長 

 池 田 雅 夫 大阪大学特任教授 
 野 澤 庸 則 

大学評価・学位授与機構

客員教授 

◎落 合 英 俊 九州大学理事・副学長 ○長谷川   淳 北海道情報大学長 

 小 島   勉 
サレジオ工業高等専門学

校副校長 
 日比野   靖 

北陸先端科学技術大学院

大学理事・副学長 

 水 谷 惟 恭 豊橋技術科学大学監事  神 野 清 勝 

 

豊橋技術科学大学理事・

副学長 
 武 藤 睦 治 

長岡技術科学大学理事・

副学長  
 谷 垣 昌 敬 

滋賀職業能力開発短期大

学校長 

 徳 田 昌 則 東北大学名誉教授 
 村 井 眞 二 

奈良先端科学技術大学院

大学理事・副学長 
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 ○ 高等専門学校機関別認証評価委員会評価部会名簿（◎部会長、○副部会長） 

 【委員】 

氏 名 現  職 氏 名 現  職 

◎徳 田 昌 則 東北大学名誉教授  野 澤 庸 則 
大学評価・学位授与機構

客員教授 

 
 【専門委員】 

氏 名 現  職 氏 名 現  職 

 天 野 玲 子 
鹿島建設株式会社土木管

理本部土木技術部部長 
 西   謙 二 

近畿大学工業高等専門学

校教授 

 大 塚 久 哲 九州大学大学院教授 

 河 村   豊 
東京工業高等専門学校教

授 

 廣 井 徹 麿 
東京都立産業技術高等専

門学校教授 

○米 谷   正 富山高等専門学校教授  

    

  

 ○ 高等専門学校機関別認証評価委員会財務専門部会名簿（◎部会長、○副部会長） 

 【委員】 

氏 名 現  職 氏 名 現  職 

◎小 島    勉  サレジオ工業高等専門学

校副校長 
 水 谷 惟 恭   豊橋技術科学大学監事 

 
 【専門委員】 

氏 名 現  職 氏 名 現  職 

○北 村 信 彦 公認会計士、税理士 
 神 林 克 明 

公認会計士、税理士、

社会保険労務士  杉 浦 哲 郎 東都医療大学副学長 

 

 

 ○ 高等専門学校機関別認証評価委員会意見申立審査会名簿 

氏 名 現  職 氏 名 現  職 

 東   市 郎 室蘭工業大学監事  鶴 見 尚 弘 
（財）東洋文庫理事・研

究員 

 佐 藤 弘 毅 目白大学長  吉 本 高 志 大学入試センター理事長

 佐 藤 美 穂 國學院大學客員教授  米 山   宏 
前 阿南工業高等専門学

校長 

 丹 保 憲 仁 
北海道立総合研究機構理

事長 
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  実績 

 

６ 認証評価 

 （１）大学、短期大学、高等専門学校の教育研究活動等の総合的状況に関する評価 

    ② 評価の実施 

     申請を受け付けた大学、短期大学について、評価を適切に実施し、評価報告書を当

該大学、短期大学及び設置者に提供し、並びに公表する。 

 

 

 評価の実施  

 

 大学については、以下のとおり 25 大学の評価を実施した。 
 ① 書面調査の実施（平成 22 年９月上旬まで） 

対象大学から平成 22 年６月末までに提出された自己評価書及びその根拠資料等につい

て、11 ある評価基準の各基準を満たしているかどうかの判断を中心とした分析に加え、

自己評価書の分析結果の整理及び訪問調査の際の調査内容の検討等を行った。 
 ② 訪問調査の実施（平成 22 年 10 月上旬から 12 月上旬まで） 
   書面調査の結果を踏まえ、評価部会の委員及び専門委員が、書面調査で確認できなかっ

た事項を中心として、対象大学関係者等との面談、教育現場の視察及び学習環境の状況調

査等を実施した。 
 ③ 評価結果の審議等（平成 23 年３月まで） 
   書面調査及び訪問調査を経て、評価部会、財務専門部会、運営小委員会及び大学機関別

認証評価委員会において審議の上、評価結果（案）をとりまとめ、平成 23 年１月に意見

の申立て手続きのため、各大学に通知した。 
その後、１大学から、基準を満たさないとされた評価結果（案）に対する意見の申立て

があったため、当該申立てに対する審査を行う意見申立審査会を平成 23 年３月１日に開

催し、その審査結果を踏まえ平成 23 年３月７日開催の大学機関別認証評価委員会におい

て申立てに対する対応を審議した上で、評価結果を確定した。 
 ④ 評価結果の通知、公表 

平成 23 年３月 25 日に全対象大学（25 大学）のうち、大学評価基準を満たしたと認め

られた 24 大学及びその設置者に対して、当該大学が大学設置基準をはじめ関係法令に適

合し、機構の定める大学評価基準を満たしていることを評価結果として通知した。また、

大学評価基準を満たしていないとされた１大学及びその設置者に対して、機構の定める大

学評価基準を満たしていないことを評価結果として通知した。 
評価結果を「平成 22 年度大学機関別認証評価実施結果報告」としてとりまとめ、機構

のウェブサイトに掲載した。 
 
 短期大学については、以下のとおり５短期大学の評価を実施した。 
 ① 書面調査の実施（平成 22 年８月まで） 

 対象短期大学から平成 22 年６月末までに提出された自己評価書及びその根拠資料等に

ついて、11 ある評価基準の各基準を満たしているかどうかの判断を中心とした分析に加

え、自己評価書の分析結果の整理及び訪問調査の際の調査内容の検討等を行った。 
 ② 訪問調査の実施（平成 22 年 10 月上旬から 12 月上旬まで） 

 書面調査の結果を踏まえ、評価部会の委員及び専門委員が、書面調査では確認できなか

った事項等を中心として、対象短期大学関係者等との面談、教育現場の視察及び学習環境

の状況調査等を実施した。 



Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

 - 114 -

 ③ 評価結果の審議等（平成 23 年３月まで） 
 書面調査及び訪問調査を経て、評価部会、財務専門部会及び短期大学機関別認証評価委

員会において審議の上、評価結果（案）をとりまとめ、当該短期大学に通知し、すべての

対象短期大学から意見の申立てがない旨の回答があり、評価結果を確定した。 
 ④ 評価結果の通知、公表 

 平成 23 年３月 25 日に全対象短期大学（５短期大学）及びその設置者に対して、当該短

期大学が短期大学設置基準をはじめ関係法令に適合し、機構の定める短期大学評価基準を

満たしていることを評価結果として通知するとともに、評価結果を「平成 22 年度短期大

学機関別認証評価実施結果報告」としてとりまとめ、機構のウェブサイトに掲載した。 
 
 高等専門学校については、以下のとおり２高等専門学校の評価を実施した。 
 ① 書面調査の実施（平成 22 年８月まで） 
   対象高等専門学校から平成 22 年６月末までに提出された自己評価書及びその根拠資料

等について、11 ある評価基準の各基準を満たしているかどうかの判断を中心とした分析

に加え、自己評価書の分析結果の整理及び訪問調査の際の調査内容の検討等を行った。 
 ② 訪問調査の実施（平成 22 年 10 月上旬から 11 月中旬まで） 
   書面調査の結果を踏まえ、評価部会の委員及び専門委員が、書面調査では確認できなか

った事項等を中心として、対象高等専門学校関係者等との面談、教育現場の視察及び学習

環境の状況調査等を実施した。 
 ③ 評価結果の審議等（平成 23 年３月まで） 
   書面調査及び訪問調査を経て、評価部会、財務専門部会及び高等専門学校機関別認証評

価委員会において審議の上、評価結果（案）をとりまとめ、当該高等専門学校に通知し、

すべての対象高等専門学校から意見の申立てがない旨の回答があり、評価結果を確定し

た。 
 ④ 評価結果の通知、公表 
   平成 23 年３月 25 日に全対象高等専門学校（２高等専門学校）及びその設置者に対し

て、当該高等専門学校が高等専門学校設置基準をはじめ関係法令に適合し、機構の定める

高等専門学校評価基準を満たしていることを評価結果として通知するとともに、評価結果

を「平成 22 年度高等専門学校機関別認証評価実施結果報告」としてとりまとめ、機構の

ウェブサイトに掲載した。 
 

  参考図表等 

 

【各委員会等開催状況】 
〔大学〕 

○ 大学機関別認証評価委員会 
第１回 平成 22 年６月２日 
・評価部会の編成等、運営小委員会の編成、専門委員選考委員会の編成、自己評価実施

要項（平成 23 年度実施分）についての検討  
第２回 平成 23 年１月 21 日 
・評価結果（案）、評価部会の編成、大学評価基準（機関別認証評価）についての検討 
第３回 平成 23 年３月７日 
・評価結果、専門委員の選考、第２サイクルの大学評価基準（認証評価）、選択評価に

ついての検討 
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○ 大学機関別認証評価委員会運営小委員会 
第１回 平成 22 年８月 20 日 
・書面調査結果の調整、認証評価における設置認可審査結果の取り扱いについての検討 
第２回 平成 22 年 12 月 21 日 
・評価結果（原案）の調整、第２サイクルの認証評価についての検討 
第３回 平成 23 年３月４日 
・評価結果（案）の調整、第２サイクルの認証評価、選択評価についての検討 

 
○ 大学機関別認証評価委員会評価部会及び財務専門部会 

第１回 平成 22 年６月 17 日（財務専門部会（持ち回り））、６月 18 日（第２部会、

第３部会、第５部会、第７部会）、６月 24 日（第１部会、第４部会、第６部

会） 
・役割分担（担当大学）の決定 
第２回 平成 22 年８月 19 日（財務専門部会）、８月 20 日（第３部会）、８月 24 日

（第５部会）、８月 30 日（第２部会、第６部会）、８月 31 日（第７部

会）、９月１日（第４部会）、９月３日（第１部会） 
・書面調査による分析結果、訪問調査関係依頼事項の検討 
第３回 平成 22 年 12 月 16 日（第４部会）、12 月 17 日（第５部会）、12 月 20 日

（第３部会、第６部会）、12 月 21 日（財務専門部会）、平成 23 年１月５日

（第１部会）、１月７日（第２部会、第７部会） 
・評価結果（原案）の検討 

 
〔短期大学〕 

○ 短期大学機関別認証評価委員会 
第１回 平成 22 年６月４日 
・評価部会の編成等、専門委員選考委員会の編成、 自己評価実施要項（平成 23 年度実

施分）についての検討 
第２回 平成 23 年１月 21 日 
・評価結果（案）の検討 
第３回 平成 23 年３月 11 日（持ち回り） 
・評価結果についての検討 

 
○ 短期大学機関別認証評価委員会評価部会及び財務専門部会 

第１回 平成 22 年６月 17 日（財務専門部会（持ち回り））、６月 18 日（評価部会） 
・役割分担（担当短期大学）の決定 
第２回 平成 22 年８月 19 日（財務専門部会）、平成 22 年８月 24 日（評価部会） 
・書面調査による分析結果、訪問調査関係依頼事項の検討 
第３回 平成 22 年 12 月 17 日（評価部会）、12 月 21 日（財務専門部会） 
・評価結果（原案）の検討 

 
〔高等専門学校〕 

○ 高等専門学校機関別認証評価委員会 
第１回 平成 22 年５月 25 日 
・評価部会の編成等、専門委員選考委員会の編成、評価実施手引書（平成 23 年度実施

分）等についての検討 
第２回 平成 23 年１月 20 日 
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・評価結果（案）、評価部会の体制等の検討 
第３回 平成 23 年３月 11 日（持ち回り） 
・評価結果、専門委員の選考、自己評価実施要項（平成 24 年度実施分）等についての

検討 
 
 ○ 高等専門学校機関別認証評価委員会評価部会及び財務専門部会 
   第１回 平成 22 年６月７日（財務専門部会（持ち回り））、６月 11 日（評価部会） 

・役割分担（担当高等専門学校）の決定 
第２回 平成 22 年８月 16 日（財務専門部会）、平成 22 年８月 20 日（評価部会） 
・書面調査による分析結果、訪問調査関係依頼事項の検討 
第３回 12 月６日（財務専門部会）、平成 22 年 12 月 10 日（評価部会） 
・評価結果（原案）の検討 

 
 

 【評価の実施状況】  
〔大学〕 
○ 評価対象大学：25 大学 

・国立大学（７大学） 
帯広畜産大学、筑波大学、東京学芸大学、東京芸術大学、富山大学、琉球大学、政

策研究大学院大学 
・公立大学（15 大学） 

会津大学、福島県立医科大学、首都大学東京、新潟県立看護大学、石川県立大学、

静岡文化芸術大学、愛知県立芸術大学、名古屋市立大学、滋賀県立大学、京都府立

医科大学、奈良県立大学、九州歯科大学、福岡県立大学、福岡女子大学、大分県立

看護科学大学 
・私立大学（３大学） 

ＬＥＣ東京リーガルマインド大学、大阪女学院大学、放送大学 
 

〔短期大学〕 
 ○ 評価対象短期大学：５短期大学 

・公立短期大学（５大学） 
会津大学短期大学部、三重短期大学、倉敷市立短期大学、高知短期大学、大分県立

芸術文化短期大学 
 
〔高等専門学校〕 
 ○ 評価対象高等専門学校：２高等専門学校 

・国立高等専門学校（１高等専門学校） 
沖縄工業高等専門学校 

・公立高等専門学校（１高等専門学校） 
大阪府立工業高等専門学校 
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○ 評価結果を刊行物としてとりまとめた実施結果報告〔大学（水色）、短期大学（緑色）、

高等専門学校（黄色）〕 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○ 平成 22 年度に実施した大学機関別認証評価の評価結果について 
 http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/daigaku/hyouka/h_22/index.html 
○ 平成 22 年度に実施した短期大学機関別認証評価の結果について 
 http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/tandai/hyouka/h_22/index.html 
○ 平成 22 年度に実施した高等専門学校機関別認証評価の結果について 
 http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/kousen/hyouka/h_22/index.html 
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  実績 

 

６ 認証評価 

 （１）大学、短期大学、高等専門学校の教育研究活動等の総合的状況に関する評価 

    ③ 評価の受付 

        平成２３年度に実施する評価について、大学、短期大学、高等専門学校から評価の

申請を受け付ける。 

 

 

 評価の受付  

 

 大学の評価申請の受付については、平成 23 年度に実施する評価の申請を受け付けるた

め、平成 22 年８月６日に「平成 23 年度に実施する大学機関別認証評価及び選択的評価事項

に係る評価の申請手続について」を機構の実施する認証評価を受けていない、すべての国公

私立大学に送付した。 
 高等専門学校の評価申請の受付については、平成 23 年度に実施する評価の申請を受け付

けるため、平成 22 年８月６日に依頼文書「平成 23 年度に実施する高等専門学校機関別認証

評価及び選択的評価事項に係る評価の申請手続について」を機構の実施する認証評価を受け

ていない、すべての国公私立高等専門学校に送付した。 
 平成 22 年度は大学機関別認証評価、短期大学機関別認証評価（東京：平成 22 年 5 月 31
日）及び高等専門学校機関別認証評価（東京：平成 22 年 6 月 1 日）に関する説明会を実施

し、機構の行う認証評価についての周知に努めた。 
 各大学及び高等専門学校に対し、認証評価の実施予定時期等についての意向調査を実施す

るとともにその状況も踏まえつつ、機構への申請を検討している大学等を訪問し、より詳細

な内容を説明した。 
 この取組等により、平成 23 年度に実施する機関別認証評価について、７大学、６高等専

門学校からの申請を受け付けた。 
 

 

  参考図表等 

 
【評価の受付状況】 
  〔大学〕 
   （国立：１大学） 
     筑波技術大学 
   （公立：５大学） 

公立はこだて未来大学、群馬県立県民健康科学大学、山梨県立大学、愛知県立大

学、県立広島大学 
   （私立：１大学） 
     聖徳大学 
  〔高等専門学校〕 
   （国立：６高等専門学校） 

旭川工業高等専門学校、八戸工業高等専門学校、沼津工業高等専門学校、明石工業

高等専門学校、広島商船高等専門学校、阿南工業高等専門学校 
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  実績 

 

６ 認証評価 

 （１）大学、短期大学、高等専門学校の教育研究活動等の総合的状況に関する評価 

   ④ 評価結果の検証等 

     平成２１年度に評価を実施した大学、短期大学に対し、評価結果が実際の教育研究

活動等の改善に結びついているか等、評価の有効性、適切性について多面的な検証

を実施する。また、今後の認証評価の実施方法等の検討に資するための検証を行

う。 

 

 認証評価の検証  

 

 平成 21 年度に実施した大学、短期大学機関別認証評価に関する検証を実施するため、機

構内に評価研究部及び評価事業部で検討グループを組織し、検証の実施方針等を策定すると

ともに、アンケート調査の内容を整理・分析し、検証結果のとりまとめを行った。 
 また、把握した課題については、改善を図る必要があることから、平成 22 年度において

も、検証結果をとりまとめる過程での情報を評価実施担当者等にフィードバックすることに

より、説明会、研修会の説明内容を充実させることなどに活用した。 
 検証の実施にあたっては、対象校及び評価担当者に対し選択式回答（５段階・２段階）及

び自由記述からなるアンケート調査を行い、その内容を基に分析した。 
 なお、平成 21 年度においては、認証評価を実施した大学が 37 校、短期大学が１校であっ

たため、大学・短期大学を併せて検証を行った。 
 アンケート調査の結果から、評価基準等の構成・内容が「質の保証」「改善の促進」「社

会からの理解と支持」という評価の３つの目的に照らして概ね適切であることが確認され、

書面調査・訪問調査の実施内容及び評価書の内容が適切であったこと、対象校の課題把握や

教育研究の改善、質の保証、個性の伸張に一定の効果・影響を及ぼしていることが確認され

た。 
 対象校や評価担当者の負担は改善が図られつつあると認識されている一方で、引き続き効

率的な作業が行えるよう負担の軽減を図っていくことが望まれているとともに、認証評価制

度等についての社会的認知度を高め、社会からの理解、支援を得ていくためにも、評価の公

表方法などを総合的に検討していくことが望まれているなどの課題点が明らかとなった。 
 検証結果については、平成 23 年１月に平成 21 年度に実施した「大学機関別認証評価及び

短期大学機関別認証評価に関する検証結果報告書」としてとりまとめ、機構のウェブサイト

に掲載するとともに、対象校及び評価担当者に送付した。 
 平成 22 年度の評価結果の確定に先立ち、検討グループにより、平成 21 年度実施に係る対

象校及び評価担当者に対するアンケート調査の検討を行い、評価検証の実施方針等を策定

し、平成 22 年 12 月 27 日付で評価担当者に、平成 23 年３月 28 日付けで対象校に対してア

ンケート調査票を送付した。 
 平成 17 年度から平成 21 年度の検証の経年データについて集計し、基礎資料を作成した。

その資料を基に、評価の有効性、適切性について多面的な検証を実施した。 
 

 

 ○  平成 21 年度に実施した大学機関別認証評価及び短期大学機関別認証評価に関する検証

結果報告書、平成 21 年度に実施した法科大学院認証評価に関する検証結果報告書 
   http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/jouhou/1182705_989.html 
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 ○ 多面的な検証について（大学評価・学位研究 第 12 号 自己評価書と評価結果報告書

の関係から見た大学機関別認証評価の分析） 
  http://www.niad.ac.jp/n_shuppan/gakujutsushi/mgzn12/no9_16_shibui_no12_08.pdf 
 
 

 今後の認証評価の実施方法等の検討  

 

 対象校や評価者に対して行ったアンケート調査の検証結果等を参考に、大学機関別認証評

価の第２サイクルの大学評価基準や実施方法等について検討を行った。 
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  参考図表等 

 
○  平成 21 年度に実施した大学機関別認証評価及び短期大学機関別認証評価に関する検証結

果報告書、平成 21 年度に実施した法科大学院認証評価に関する検証結果報告書 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

- 125 - 

 
 
 
 

 
 
 

６ 認証評価 

 

（２）専門職大学院の教育研究活動の状況に関す

る評価 
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  平成２２年度計画 

 

 

６ 認証評価 

 

 （２）専門職大学院の教育研究活動の状況に関する評価 

 

    ① 評価体制の整備等 

        法科大学院の教育研究活動の状況に関する評価について、大学からの評価の申請状

況に応じた評価体制を整え、評価の実施に必要な評価者を確保する。 

        この他、適宜評価体制等の見直しを図るとともに、評価担当者の研修を適切に実施

する。また、評価基準の改定を行う。 

    ② 評価の実施 

        申請を受け付けた大学の法科大学院について、評価を適切に実施し、評価報告書を

当該法科大学院を置く大学に提供し、並びに公表する。 

    ③ 評価の受付 

        平成２３年度に実施する評価について、法科大学院を置く各大学から評価の申請を

受け付ける。 

    ④ 評価結果の検証等 

     平成２１年度に評価を実施した法科大学院に対し、評価結果が実際の教育研究活動

等の改善に結びついているか等、評価の有効性、適切性について多面的な検証を実

施する。また、今後の認証評価の実施方法等の検討に資するための検証を行う。 
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  実績 

 
６ 認証評価 

 （２）専門職大学院の教育研究活動の状況に関する評価 

    ① 評価体制の整備等 

        法科大学院の教育研究活動の状況に関する評価について、大学からの評価の申請状

況に応じた評価体制を整え、評価の実施に必要な評価者を確保する。 

        この他、適宜評価体制等の見直しを図るとともに、評価担当者の研修を適切に実施

する。また、評価基準の改定を行う。 

 

 

 評価体制の整備等  

 
 評価を実施するため、法科大学院認証評価委員会の下に、委員及び専門委員で構成される

追評価専門部会１部会（委員１人、専門委員９人）を設置したほか、法科大学院認証評価委

員会の会議の議案を整理するため、運営連絡会議（委員13人、専門委員３人）を設置した。

また、評価結果（案）に対する対象法科大学院からの意見の申立てのうち、適格と認定され

ない評価結果（案）に対する意見の申立ての審査を行う意見申立審査専門部会１部会（専門

委員５人）を設置した。 
 また、平成19～21年度の評価を受けた法科大学院を置く大学から提出された法科大学院年

次報告書及び評価実施後の変更届の分析・調査を行う年次報告書等専門部会３部会（委員３

人、専門委員25人）を設置した。 
 平成23年度評価に係る専門委員については、国公私立大学、法曹三者及び関係団体に対し

て広く推薦を求め、専門委員17人を選考した。 
 

 評価基準の改定等  

 
 平成 21 年度に行った「法科大学院評価基準要綱（案）」に対する意見公募手続（パブリ

ックコメント）の結果について、運営連絡会議の下に設置された法科大学院認証評価検討ワ

ーキンググループにおいて審議を行い、平成 22 年６月、法科大学院認証評価委員会におい

て「法科大学院評価基準要綱」を決定した。 
 「法科大学院評価基準要綱」の改定について、文部科学大臣への届出を行った。 
 届出後、「法科大学院評価基準要綱」をすべての法科大学院を置く大学と各関係機関等へ

送付するとともに、機構のウェブサイトに掲載した。 
 「法科大学院評価基準要綱」の決定に併せて、「自己評価実施要項」、「評価実施手引

書」及び「訪問調査実施要項」を改定し、「法科大学院年次報告書・法科大学院対応状況報

告書作成要領」を新たに作成するとともに、これらの冊子の内容を補足するため、「法科大

学院認証評価に関する Q&A」を更新し、公表した。 
 

 評価担当者の研修  

 

 評価担当者が共通理解の下で公正、適切かつ円滑にその職務を遂行できるよう、平成22年
７月に法科大学院認証評価に係る評価担当者に対する研修を実施し、10人が参加した。 
 評価担当者に対する研修では、「自己評価書（イメージ）」や「過去の評価に当たっての

考え方」等の資料を用いて解説するなどの工夫を図り、評価担当者が実際の評価を行うに当

たって必要となる共通認識を深めることができた。 
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  参考図表等 

 

○ 法科大学院認証評価委員会委員名簿（平成23年３月現在）    （◎委員長、○副委員長） 

氏 名 現  職  氏 名 現  職 

  青 山 善 充 明治大学特任教授 

  磯 部   力 國學院大學教授 

○田 中 成 明 
 

財団法人国際高等研究所

副所長 

  磯 村   保 神戸大学教授   棚 村 政 行 早稲田大学教授 

  上 田 廣 一 
上田廣一法律事務所弁護

士 
  ダニエル・フット 東京大学教授 

  岡 田 ヒロミ 消費生活専門相談員   永 井 和 之 中央大学総長・学長 

  岡 部 謙 治 
社団法人教育文化協会理

事長 
  長谷部 恭 男 東京大学教授 

  木 村 光 江 首都大学東京教授 

  久保井 一 匡 
久保井総合法律事務所弁

護士 

  丸 山   毅

 

法務省法務総合研究所総

務企画部付 

◎佐々木   毅 学習院大学教授   三 井   誠 同志社大学教授 

  村 中 孝 史 京都大学教授   佐 藤 國 雄 
前財団法人ユネスコ・ア

ジア文化センター理事長   諸 石 光 煕 大江橋法律事務所弁護士

  瀧 澤   泉 司法研修所教官   安 永 正 昭 近畿大学教授 

  滝 澤   正 上智大学教授   山 本 和 彦 一橋大学教授 

 武 井 康 年 

 

広島総合法律会計事務所

弁護士 

  山 本 眞 一

 

広島大学高等教育研究開

発センター長 

  龍 岡 資 晃 学習院大学教授   吉 原 和 志 東北大学教授 

 

 

○ 法科大学院認証評価委員会運営連絡会議委員名簿（平成23年３月現在）                 
 【委員】                                                      （◎主査、○副主査） 

氏 名 現  職  氏 名 現  職 

  磯 部   力 國學院大學教授   棚 村 政 行 早稲田大学教授 

○磯 村   保 神戸大学教授   長谷部 恭 男 東京大学教授 

  木 村 光 江 首都大学東京教授   三 井   誠 同志社大学教授 

  滝 澤   正 上智大学教授   村 中 孝 史 京都大学教授 

  龍 岡 資 晃 学習院大学教授   安 永 正 昭 近畿大学教授 

  山 本 和 彦 一橋大学教授 

 
 

 

 

 

 

 
◎田 中 成 明 

財団法人国際高等研究所

副所長   吉 原 和 志 東北大学教授 

  
【専門委員】  
氏 名 現  職  氏 名 現  職 

  土 井 真 一 京都大学教授 

 
 

   中 川 丈 久 神戸大学教授 

  野 坂 泰 司

 

学習院大学大学院法務研

究科長 
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○ 法科大学院認証評価委員会追評価専門部会委員名簿（平成23年３月現在）               
【委員】                                                   （◎部会長、○副部会長） 

氏 名 現  職 

◎滝 澤   正 上智大学教授 

                                          
                                         

  
【専門委員】  
氏 名 現  職  氏 名 現  職 

  大 塚 浩 之 読売新聞東京本社論説委

員 

  平     覚 大阪市立大学教授 

  岡 部 純 子 司法研修所教官   長 井 長 信 北海道大学法科大学院長

  奥 岡 直 子 愛知大学教授   宮 城   哲 当山法律事務所弁護士 

  山 本 克 己 京都大学教授 

 

 

 

 
 

   渋 谷 秀 樹

 

立教大学大学院法務研究

科委員長 ○吉 田 克 己 北海道大学教授 

 

 

○ 法科大学院認証評価委員会意見申立審査専門部会委員名簿（平成23年３月現在）         
 【専門委員】                                                                          
氏 名 現  職  氏 名 現  職 

  碓 井 光 明 明治大学教授 

  曽 根 威 彦 早稲田大学教授 

 外 立 憲 治

 

外立総合法律事務所所長

弁護士 

  永 田 眞三郎 関西大学教授   畑 野 隆 二 司法研修所教官 

 

 

○ 法科大学院認証評価委員会年次報告書等専門部会委員名簿（平成23年３月現在）         
 （第１部会）                                               （◎部会長、○副部会長） 

【委員】                                                                              
氏 名 現  職 

  村 中 孝 史 京都大学教授 

                                         
                                         

  
【専門委員】                                                                          
氏 名 現  職  氏 名 現  職 

  川 瀨 雅 彦 創価大学教授   浜 川   清 法政大学教授 

  小 粥 太 郎 東北大学教授   丸 山 秀 平 中央大学教授 

  酒 巻   匡 京都大学教授 

 

 

 

 

  鈴 木   俊 鈴木俊法律事務所弁護士

◎丸 山 雅 夫

 

南山大学大学院法務研究

科長 

 ○山 中   至 熊本大学教授 
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（第２部会）                                                                          
 【委員】                                                                              
氏 名 現  職 

  龍 岡 資 晃 学習院大学教授 

                                         
                                         

 
 【専門委員】                                                                          
氏 名 現  職  氏 名 現  職 

  淺 香 吉 幹 東京大学教授   川 上 拓 一 早稲田大学教授 

  奥 田 正 昭 司法研修所教官 ○田 中 教 雄 九州大学教授 

  春 日 偉知郎 慶應義塾大学教授 ◎野 坂 泰 司

 

学習院大学大学院法務研

究科長   片 山 典 之 

 

シティユーワ法律事務所

弁護士   堀 内 捷 三 中央大学教授 

 

 

 （第３部会）                                                                          
 【委員】                                                                              

氏 名 現  職 

  磯 部   力 國學院大學教授 

                                         
                                         

 
 【専門委員】                                                                          
氏 名 現  職  氏 名 現  職 

  天 野 佳 洋 京都大学教授   古 江 賴 隆 同志社大学教授 

○大 塚 裕 史  神戸大学教授   山 川 隆 一 慶應義塾大学教授 

  小 林   量 名古屋大学教授   吉 村 良 一 立命館大学教授 

  田 中 知 子 上智大学教授 ◎亘 理   格 北海道大学教授 

  田 中   宏 

 

田中・渡辺法律事務所弁

護士 

                                         
                                         

 

 

  ○ 法科大学院認証評価検討ワーキンググループ委員名簿（平成23年３月現在）             
 【委員】                                                     （◎主査、○主査代理） 

氏 名 現  職  氏 名 現  職 

  磯 部   力 國學院大學教授   長谷部 恭 男 東京大学教授 

  磯 村   保 神戸大学教授 ◎三 井   誠 同志社大学教授 

  棚 村 政 行 早稲田大学教授 ○山 本 和 彦 一橋大学教授 

  
【専門委員】                                                                          
氏 名 現  職  氏 名 現  職 

  土 井 真 一 京都大学教授   中 川 丈 久 神戸大学教授 
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  実績 

 

６ 認証評価 

 （２）専門職大学院の教育研究活動の状況に関する評価 

     ② 評価の実施 

        申請を受け付けた大学の法科大学院について、評価を適切に実施し、評価報告書を

当該法科大学院を置く大学に提供し、並びに公表する。 

 

 

 評価の実施  

 

以下のとおり１法科大学院の追評価を実施した。 
（追評価について） 

① 書面調査の実施（平成22年９月まで） 
追評価では、追評価専門部会において、平成21年度の本評価において適格認定を受け

られなかった法科大学院を置く１大学から提出された自己評価書及びその根拠資料・デ

ータ等について、本評価時に満たしていないと判断した基準を満たしているかどうかの

分析を行った。 
② 評価結果の審議等（平成23年３月まで） 

書面調査の結果を基に、追評価専門部会、運営連絡会議及び法科大学院認証評価委員

会において審議を行い、評価結果（案）をとりまとめた上で、平成23年１月に対象法科

大学院を置く大学に通知し、意見の申立ての機会を設けた。その後、対象法科大学院を

置く大学から意見の申立てがない旨の回答があったことを踏まえ、平成23年３月開催の

法科大学院認証評価委員会において評価結果を確定した。 
③ 評価結果の通知、公表 

当該法科大学院に対して先の評価と併せて適格認定を行い、平成23年３月25日付けで

対象法科大学院を置く大学に対して、当該法科大学院の評価結果を通知した。また、評

価結果を「平成22年度法科大学院認証評価実施結果報告」としてとりまとめ、機構のウ

ェブサイトに掲載した。 
 

 年次報告書等の分析・調査の実施  

 
以下のとおり年次報告書等の分析・調査を実施した。 
① 書面調査の実施（平成 22 年８月まで） 

平成 19～21 年度の評価において適格認定を受けた法科大学院を置く大学から提出さ

れた法科大学院年次報告書及び平成 19～21 年度に評価を受けた法科大学院を置く大学

から届出のあった評価実施後の変更届について、年次報告書等専門部会において教育課

程又は教員組織に係る重要な変更に対する評価結果への付記事項があるかどうかの判断

を中心とした分析を行った。 
② 評価結果への付記事項の確定・公表（平成 23 年３月まで） 

書面調査の結果を基に、法科大学院認証評価委員会において審議を行い、評価結果へ

の付記事項（案）を決定し、それに対する当該法科大学院を置く大学の意見を聴いた上

で、法科大学院認証評価委員会において評価結果への付記事項を確定し、当該法科大学

院を置く大学に対して評価結果への付記事項を通知した。 
また、評価結果への付記事項については、「教育課程又は教員組織に係る重要な変更

に対する評価結果への付記事項」として機構のウェブサイトに掲載した。 
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  参考図表等 
 

【各委員会等開催状況】 
○ 法科大学院認証評価委員会 

第１回  平成 22 年６月 10 日 
・運営連絡会議及び専門委員選考委員会の編成、専門部会の編成、法科大学院評価基

準、自己評価実施要項等について審議・決定 
第２回 平成 22 年９月 29 日 
・書面調査による分析結果（追評価）、年次報告書等の調査結果、教員組織調査等につ

いて審議・決定 
第３回 平成 23 年１月 31 日 
・評価報告書原案（追評価）、教育課程又は教員組織に係る重要な変更に対する評価結

果への付記事項、平成 23 年度評価部会等の編成等について審議・決定 
第４回 平成 23 年３月（持ち回り開催） 
・評価結果等について審議・決定 

 
○ 法科大学院認証評価委員会運営連絡会議 

第１回 平成 22 年９月 29 日 
・書面調査による分析結果（追評価）、年次報告書等の調査結果、教員組織調査等につ

いて審議 
第２回 平成 23 年１月 31 日 
・評価報告書原案（追評価）、教育課程又は教員組織に係る重要な変更に対する評価結

果への付記事項、平成 23 年度評価部会等の編成等について審議 
 
○ 法科大学院認証評価委員会追評価専門部会 

第１回 平成 22 年９月 13 日 
・部会長等の決定、書面調査による分析結果等について審議 
第２回 平成 22 年 12 月（持ち回り開催） 
・評価報告書原案等について審議 
 

○ 法科大学院認証評価委員会年次報告書等専門部会 
第１回（第１部会） 平成 22 年８月 19 日 

（第２部会） 平成 22 年８月 18 日 
（第３部会） 平成 22 年８月 17 日 

・部会長等の決定、年次報告書等の調査結果等について審議 
 

○ 法科大学院認証評価検討ワーキンググループ 
第１回 平成 22 年５月 26 日 
・パブリックコメントの結果及び対応、ＷＧ検討事項（「評価報告書」関係）等につい

て検討 
 
【評価の実施状況】 
○ 評価対象法科大学院 ＜追評価＞ 国立１校 

静岡大学大学院法務研究科法務専攻 
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○ 評価結果を刊行物としてとりまとめた実施結果報告（法科大学院） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○ 平成 22 年度に実施した法科大学院認証評価評価結果について 
 http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/houka/hyouka/h_22/index.html 
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  実績 

 

６ 認証評価 

 （２）専門職大学院の教育研究活動の状況に関する評価 

    ③ 評価の受付 

        平成２３年度に実施する評価について、法科大学院を置く各大学から評価の申請を

受け付ける。 

 

 

 評価の受付  

 
評価の申請の受付に先立って、法科大学院を置く各国公私立大学に対し、認証評価の実施

予定年度等についての意向調査を実施した。 
「法科大学院評価基準要綱」の改定に伴い、平成 22 年 11 月１日に法科大学院認証評価に

関する説明会を実施し、機構が行う法科大学院認証評価についての周知に努めた。 
平成 23 年度に実施する評価の申請を受け付けるため、平成 22 年 11 月２日付けで依頼文

書「平成 23 年度に実施する法科大学院認証評価（本評価）の申請手続について」をすべて

の法科大学院を置く大学に送付した。 
平成 23 年度に実施する法科大学院認証評価（本評価）について、１大学からの申請を受

け付けた。 
 

  参考図表等 

 

【評価の受付状況】 
○ 評価対象法科大学院 ＜本評価＞ 国立１校 

千葉大学大学院専門法務研究科法務専攻 
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  実績 

 

６ 認証評価 

 （２）専門職大学院の教育研究活動の状況に関する評価 

     ④ 評価結果の検証等 

     平成２１年度に評価を実施した法科大学院に対し、評価結果が実際の教育研究活動

等の改善に結びついているか等、評価の有効性、適切性について多面的な検証を実

施する。また、今後の認証評価の実施方法等の検討に資するための検証を行 

う。 

 

 

 認証評価の検証  

 
平成 21 年度に実施した法科大学院認証評価に関する検証を実施するため、機構内に評価

研究部及び評価事業部で検討グループを組織し、検証の実施方針等を策定するとともに、ア

ンケート調査の内容を整理・分析し、検証結果のとりまとめを行った。 
 検証の実施にあたっては、対象校及び評価担当者に対し選択式回答（５段階・２段階）及

び自由記述からなるアンケート調査を行い、その内容を基に分析した。 
アンケート調査の結果から、評価基準等の構成・内容が「質の保証」「改善の促進」「社

会からの理解と支持」という評価の３つの目的に照らして概ね適切であることが確認され、

書面調査・訪問調査の実施内容及び自己評価書の内容が適切であったこと、対象校が自己評

価を行ったことや機構の評価を受けたことが、対象校の課題把握や教育研究の改善、質の保

証、個性の伸張に一定の効果・影響を及ぼしていることが確認された。 
対象校や評価担当者の負担は改善が図られつつあると認識されている一方で、引き続き効

率的な作業が行えるよう負担の軽減を図っていくことが望まれているとともに、認証評価制

度等についての社会的認知度を高め、社会からの理解、支援を得ていくためにも、評価の公

表方法などを総合的に検討していくことが望まれているなどの課題点が明らかとなった。 
 

 

 今後の認証評価の実施方法等の検討  

 
 検証結果については、平成 23 年１月に「平成 21 年度に実施した法科大学院認証評価に関

する検証結果報告書」としてとりまとめ、機構のウェブサイトに掲載するとともに、対象校

及び評価担当者に送付した。 
 平成 17 年度から平成 21 年度の検証の経年データについて集計し、基礎資料を作成した。

その資料を基に、評価の有効性、適切性について多面的な検証を実施した。 
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  参考図表等 

 
 ○  平成 21 年度に実施した法科大学院認証評価に関する検証結果報告書 
  http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/jouhou/1182705_989.html 
 
 
 ○  平成 21 年度に実施した法科大学院認証評価に関する検証結果報告書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ○ 多面的な検証について（大学評価・学位研究 第 12 号 自己評価書と評価結果報告書

の関係から見た大学機関別認証評価の分析） 
  http://www.niad.ac.jp/n_shuppan/gakujutsushi/mgzn12/no9_16_shibui_no12_08.pdf 
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７ その他上記の業務に附帯する

業務 
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  平成２２年度計画 

 

 

 ７ その他上記の業務に附帯する業務 

 

 （１）評価文化の定着と評価に携わる人材の育成 

   ① 国内の評価機関等との連絡協議会を開催し、評価事業の円滑な実施に向けた連絡調

整及び連携・協力を行う。 

   ② 大学等の評価関係者等の育成を図るため、大学等の評価関係者等に対する研修等を

行う。 

 

 （２）国際的な質保証に関する活動 

    国際的な質保証ネットワーク及び国際機関等の行う会議等に積極的に参加するととも

に、海外の質保証機関等と質保証に関する連携協力による活動を行う。 

    特に、日中韓における質保証の連携を緊密にすると共に質保証の国際会議開催を通し

てアジアにおける質保証の連携強化を図る。 
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  実績 

 

 ７ その他上記の業務に附帯する業務 

 （１）評価文化の定着と評価に携わる人材の育成 

   ① 国内の評価機関等との連絡協議会を開催し、評価事業の円滑な実施に向けた連絡調

整及び連携・協力を行う。 

   ② 大学等の評価関係者等の育成を図るため、大学等の評価関係者等に対する研修等を

行う。 

 

  

 国内の評価機関等との連絡協議会の開催  

 
  各認証評価機関の評価事業の円滑な実施等に資することを目的として、大学基準協会、短

期大学基準協会、日本高等教育評価機構との４機関で設置された「機関別認証評価制度に関

する連絡会」（平成 16 年６月 16 日設置）を各機関の持ち回りにより４回（平成 22 年４月

21 日、６月 30 日、10 月 20 日、平成 23 年１月 25 日）開催した。同連絡会では、評価事業

の円滑な実施に向けた連絡調整や、各機関が実施している評価についての情報収集及び提

供、協力して取り組むべき課題等に関して検討を行った。 
 

 連携・協力の具体の取組  

 

  「平成 22 年度評価事業研修」を平成 22 年４月に他の認証評価機関の職員等も対象とし他

機関から 38 名の参加を得て実施した。他機関を含めた教職員の資質の向上に努めるととも

に各機関の情報共有、情報交換を進めた。 
  独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成 22 年 12 月７日閣議決定)を踏ま

え、機構が実施している国立大学法人の教育研究評価に関し、他の認証評価機関との連携・

共同実施の在り方等について検討するため、大学基準協会、日本高等教育評価機構と「国立

大学法人評価に係る教育研究評価に関する研究会」を平成 23 年２月１日に発足させた。 
また、我が国の高等教育における質の保証に向けた関係者間の意識の醸成を図るととも

に、認証評価機関間の連携及び情報の共有を促進するため、機関別及び専門分野別の認証評

価機関 10 機関による「認証評価機関連絡協議会」を発足させ、平成 23 年１月 17 日に第１

回目の同協議会を開催した。 
 

大学等の評価関係者等に対する研修等  

 

  大学等の自己評価担当者に対し、評価に対する理解を深め、評価業務の円滑な実施に資す

ることを目的として、大学機関別認証評価、短期大学機関別認証評価、高等専門学校機関別

認証評価、法科大学院認証評価のそれぞれについて、研修会を開催した。 
  大学基準協会、日本高等教育評価機構、日本学術会議と共催で、３認証評価機関・日本学

術会議共催シンポジウム「これからの大学教育の質保証のあり方―大学と認証評価機関の役

割―」を３回開催（平成 22 年４月 24 日、５月 15 日、５月 29 日）し認証評価の理解の促

進に努めた（延べ 1,261 人参加)。 
  平成 22 年８月２日に、「学習成果を軸とした質保証システムの確立」と題した大学評価

フォーラムを東京で開催した（383 人参加)。また８月３日には、ワークショップを開催し

た（32 人参加)。 
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  参考図表等 

 
○ 平成 22 年度職員評価事業研修の様子 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
○ 認証評価機関連絡協議会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ３認証評価機関日本学術会議共催シンポジウムの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
○ 大学評価フォーラムの様子 
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  実績 

 

 ７ その他上記の業務に附帯する業務 

 （２）国際的な質保証に関する活動 

    国際的な質保証ネットワーク及び国際機関等の行う会議等に積極的に参加するととも

に、海外の質保証機関等と質保証に関する連携協力による活動を行う。 

    特に、日中韓における質保証の連携を緊密にすると共に質保証の国際会議開催を通し

てアジアにおける質保証の連携強化を図る。 

 

 

 高等教育の質保証に関する国際会議等への参加状況  

 

  国際的な高等教育質保証に関する議論が活発化する中、機構では、東南アジア諸国連合

（ASEAN）質保証ネットワーク（AQAN）、米国高等教育アクレディテーション協議会

（CHEA）、アジア太平洋質保証ネットワーク（APQN）等の高等教育の質保証に関する国

際的ネットワークの会議に参加し、各国・地域の質保証の動向や取組に関する情報交換や議

論を行った。中でも APQN に関しては、機構としてアジア太平洋地域における質保証に対

し一層の貢献をするため、2011 年～2013 年の APQN の理事に当機構の理事が立候補し、

選任された。 
 

（国際会議等への参加状況） 
・平成22年７月 AQAN Roundtable Meeting（インドネシア） 
・平成23年１月 CHEA 2011 Annual Conference and National Accreditation 

Forum,International Seminar（米国） 
・平成23年３月 APQN 2011 Conference and Annual General Meeting（インド） 

 
 

 日中韓質保証機関協議会  

 
平成 22 年８月に当機構が主催した第２回日中韓質保証機関協議会において評価に関する

3 つのプロジェクト（プロジェクトグループ：PG）を立ち上げた。この中で、当機構では

国際的な教育の質保証に関する共同ガイドラインの作成に向けた検討と、政府からの要請に

より日中韓３国の学生交流を支援する「キャンパス・アジア」パイロットプログラムのモニ

タリングの検討に関し、中心的な役割を果たすこととなった。また、中国教育部高等教育教

学評価センター（HEEC）が主催した同 12 月の第３回協議会では「運営に関する申し合わ

せ」に調印したほか、平成 23 年３月には文部科学省主催の「東アジア高等教育質保証国際

シンポジウム」にて成果を発信・共有することとしていたところ、東日本大震災の影響によ

り同シンポジウムは延期となった。 
 

 

 英国の質保証機関等との連携  

 

 英国については、英国高等教育質保証機構（QAA）との間で覚書に基づく協力プロジェク

トの実施や今後の連携協力の方針について協議を行った。また、英国の質保証の動向に関

し、引き続き情報収集を行った。 
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 中国の質保証機関等との連携  

 

 中国については、中国教育部高等教育教学評価センター（HEEC）との間で覚書に基づく

協力プロジェクトの実施や連携協力の方針等の協議を行ったほか、平成 22 年 11 月には

HEEC 主催のシンポジウムにて日本の質保証制度を紹介する講演を行った。一方の中国教

育部学位・大学院教育発展センター（CDGDC）との間でも覚書の締結を視野に入れた連携

方策の協議を進めた。 

 

 

 香港の質保証機関等との連携  

 
  香港については、香港学術及職業資歴評審局（HKCAAVQ）との覚書に基づく連携協力

プロジェクトの実施や今後の連携協力の方針について協議を行った。 

 

 オランダの質保証機関等との連携  

 

 オランダについては、オランダ高等教育国際協力機構（Nuffic）及びオランダ・フランダ

ースアクレディテーション機構（NVAO）の２つの質保証機関と連携協力のための覚書を平

成 22 年６月に締結した。覚書締結を受けての具体的な取組として、機構にて同年６月に欧

州の質保証に関する公開セミナーを主催し、Nuffic 及び NVAO の両機関から専門家を招へ

いし、講演及び研究部教員との意見交換を行った。また、「国際的な大学連携プログラムの

質保証に関する調査研究」の一環として、５月及び 10 月にそれぞれ欧州における質保証へ

の取組に関する訪問調査を行い、その先進事例を国内大学等に向けて発信すべく情報収集・

整理を行った。 

 

 

 韓国の質保証機関等との連携  

 

 韓国については、韓国大学教育協議会（KCUE）との間で平成 22 年８月に連携協力のた

めの覚書を締結し、協力プロジェクトの実施や今後の連携協力の方針について協議を行っ

た。また、平成 22 年 10 月には KCUE 主催の講演会にて日本の質保証制度を紹介する講演

を行った。 

 

 

 オーストラリアの質保証機関等との連携  

 

 オーストラリアについては、オーストラリア高等教育質・基準機構（TEQSA）が新しい

質保証機関として設立されることを踏まえ、オーストラリアの質保証の動向に関して情報収

集を行った。TEQSA 設立の際には、機構と連携のための覚書を締結することを視野に入れ

た検討を進めることとしており、平成 22 年 12 月には日豪高等教育質保証セミナーを開催し

相互理解を深めた。また、「国際的な大学連携プログラムの質保証に関する調査研究」に関

しても情報収集・整理を行った。 

 

 ASEAN 諸国の質保証機関との連携  

 
 アジアにおける質保証の連携強化を図るため、東南アジア諸国連合（ASEAN）諸国の質
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保証機関との連携協力を以下のとおり図った。 

・平成22年７月  ASEAN質保証ネットワーク（AQAN）総会出席 

・平成22年９月  日本・ASEANインフォメーション・パッケージに関する内部セミナー開催 

・平成22年10月  インドネシア国立高等教育アクレディテーション機構（BAN-PT）より評価

担当者を研修生として受入 

・平成23年３月  マレーシア資格機構（MQA）及びBAN-PTと連携協力のための覚書を締結 

 
 
  参考図表等 

 
○日本・欧州質保証セミナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
○日豪高等教育質保証セミナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
○第 2回日中韓質保証機関協議会 
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Ⅲ～Ⅵ（中期目標Ⅳ） 

 財務内容の改善に関する事項 
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  平成２２年度計画 

 

Ⅳ 財務内容の改善に関する事項 

 

１ 予算の適正かつ効率的な執行 

   予算の執行に関して、適正かつ効率的に執行する仕組みの構築を図る。 

 

２ 固定的経費の削減 

   管理業務の節減を行うとともに、効率的な施設運営を行うこと等により固定的経費の

節減を図る。 

   また、「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）において示され

た国家公務員の定員の純減目標及び給与構造改革を踏まえ、国家公務員に準じた人件費

削減の取組を行うとともに、「経済財政運営と構造改革に関する基本計画２００６」

（平成１８年７月７日閣議決定）に基づき、人件費改革の取組を２３年度まで継続する

こととする。 

   職員の給与水準については、検証を行い、これを維持する合理的な理由がない場合に

は必要な措置を講ずることにより、給与水準の適正化に速やかに取り組むと 

ともに、その検証結果や取組状況については公表することとする。 

 

  実績 

 

 予算の適正かつ効率的な執行  

 

○ 適正な事業別予算管理 
（１）セグメント区分の設定 

業務の説明責任の観点から、業務別に適正な予算管理を行うため、次のとおり業務ご

とのセグメント情報を毎年度開示しており、平成 22 年度についても文部科学大臣に財務

諸表等の届出を行うとともに開示することとしている。 
 
【セグメント区分】                     【セグメント情報】 
 ・大学評価事業                          ・事業費用 
   国立大学法人評価事業等                  事務費 
   機関別認証評価事業                        備品・消耗品 
   分野別認証評価事業                         旅費交通費 
 ・学位授与事業                                 報酬・委託・手数料 
 ・その他の事業                                 減価償却費 
 ・法人共通                                     給与及び賞与 
                                                 法定福利費 
                                                 その他 
                                          一般管理費 
                       ・事業収益 
                                              運営費交付金収益 
                                              手数料収入 
                                              その他収入 
                                        ・事業損益 
                                        ・総資産額 
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（２）予算の執行管理 
予算が業務別に計画どおり適正に執行されているかを四半期毎にモニタリングを行

い、随時、執行状況に応じてヒアリングを実施し、予算の変更を行うなど、効率的な執

行に努めた。また、平成 21 年度に引き続き、財務会計システムにより、各事業を担当す

る部門においても、評価手数料収入及び学位審査手数料収入に係る経費の執行状況を確

認すること等、財源別財務情報の把握及びコスト管理の徹底に努めた。 
 
○ 適正な資金計画 

預金残高に不足が生じないように、収入予定時期及び支出予定時期を把握し、適正な資

金計画を策定するとともに、日々、預金残高の確認を行った。 
 
○ 監査の実施 
  監事監査について、「監事監査規則」及び「監事監査計画」に基づき、機構業務の総合

的な運営の改善に資することを目的として、平成 21 年度財務諸表及び業務実績報告書に対

する意見聴取を平成 22 年６月 24 日に実施した。さらに、平成 22 年度９月末現在における

契約(随意契約の見直し状況)、資産(宿舎)の状況並びに平成 22 年度運営費交付金執行状況

等について、平成 22 年 12 月 14 日に期中監事監査を実施した。 
  内部会計監査（科学研究費補助金を含む）について、「内部会計監査規則」に基づき、

機構における予算執行及び会計処理の適正を期すことを目的として、平成 22 年 11 月２日

から５日（３日を除く。）に実施した。 
  平成 21 年度に引き続き、監査法人と監査契約を締結し、内部統制の強化を図ることによ

り、財務の状況に関する監査を充実させ、厳格な会計処理を実施するとともに、契約監視

委員会の点検を受けることにより、適正な契約事務を担保している。 
 

 固定的経費の削減状況  

 

平成 22 年度については、業務の効率化や経費の節減を目的として、以下の取組を行い平

成 21 年度と比較して 12,652 千円削減した。 
 
・施設管理等の業務委託について、業務の効率化を目的として点検項目や頻度の削減等、

業務内容を見直し、適正なメンテナンスが行われるよう仕様の変更を行い、一般競争入

札を行った結果、契約金額を 2,079 千円削減した。 
・小平本館の清掃業務委託について、入札参加条件を緩和して一般競争入札を実施した結

果、契約金額を 1,491 千円削減した。 
・複写機賃借、情報化統括責任者補佐官（CIO 補佐官）業務委託、情報システム管理運用

業務委託、ウェブサイト管理システム保守及び小平地区緑地管理の業務委託について、

一般競争入札を実施した結果、契約金額を計 8,817 千円削減した。 
・事業年度業務実績報告書の印刷・製本の手法を見直し、印刷製本費 265 千円の削減を図

った。 
 

 

  参考図表等 

○ 独立行政法人大学評価・学位授与機構セグメント情報規則 
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/kousen_segment.pdf 
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Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、

収支計画及び資金計画 
 
 
 
 
 



Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

 - 150 -

  平成２２年度計画 

 

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

 

 １ 予算    別紙１のとおり 

 ２ 収支計画  別紙２のとおり 

 ３ 資金計画  別紙３のとおり 

 ４ 人件費の削減 

   国家公務員の給与構造改革を踏まえた役職員給与の必要な見直しを行う。また、その

影響額等も見通した上で、平成２２年度の常勤役職員に係る人件費を平成１７年度に比

べて概ね５％以上削減する。 

 

  実績 
 

 収入  
 
○ 平成 22 年度収入状況                       （単位：千円） 

収入 予算額 決算額 差引増減額 備考 
運営費交付金 1,754,779 1,754,779 ０  
大学等認証評価手数料 91,100 103,600 12,500  
学位授与審査手数料 106,219 104,830 △1,389  
その他 7,523 12,788 5,265  
寄付金 ０ 2,000 2,000  
計 1,959,621 1,977,997 18,376  

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
 【主な増減理由】 

予算総額に比して決算総額が増加している理由は、当初見込んでいなかった大学評価手数

料、寄付金収入等の自己収入の増加によるものである。 
 
 支出  
 
○ 平成 22 年度支出状況                       （単位：千円） 

支出 予算額 決算額 差引増減額 備考 
業務等経費 1,413,064 1,242,510 △170,554  
うち、人件費(退職手当を除く) 870,948 760,079 △110,869  
うち、物件費 517,707 473,113 △44,594  
うち、退職手当 24,409 9,318 △15,091  

大学等評価経費 91,100 103,600 12,500  
学位授与審査経費 106,219 104,830 △1,389  
一般管理費 349,238 338,703 △10,535  
うち、人件費(退職手当を除く) 209,757 222,133 12,376  
うち、物件費 132,026 116,069 △15,957  
うち、退職手当 7,455 501 △6,954  

計 1,959,621 1,789,643 △169,978  
※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
【主な増減理由】 

予算総額に比して決算総額が減少している理由は、業務の効率化によるものや、事業仕分

けの影響により当年度に実施できなかった事業の未執行によるものである。 
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 収支計画  

 
○ 平成 22 年度収支計画                        （単位：千円） 

区別 予算額 決算額 差引増減額 
費用の部 
経常費用等経費 
業務等経費 
大学等評価経費 
学位授与審査経費 
一般管理費 
減価償却費 

財務費用 

1,967,348
1,967,348
1,388,796

91,000
106,000
338,934

42,618
0

1,792,359 
1,792,337 
1,144,155 

103,600 
104,830 
372,899 

66,853 
22 

△174,989
△175,011
△244,641

12,600
△1,170
33,965
24,235

22
収益の部 
運営費交付金収益 
大学等認証評価手数料 
学位授与審査手数料 
資産見返物品受贈額戻入 
資産見返運営費交付金戻入 
雑収入 

1,967,348
1,720,207

91,000
106,000

6,796
35,822
7,523

1,792,359 
1,521,146 

103,600 
104,830 

6,796 
42,543 
13,444 

△174,989
△199,061

12,600
△1,170

０

6,721
5,921

純利益 0 0 0

総利益 0 0 0

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
【主な増減理由】 

業務等経費などについて、予算額に比して決算額が減少している理由は、業務の効率化に

よるものや、事業仕分けの影響により当年度に実施できなかった事業の未執行によるもので

ある。 
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 資金計画  
 
○ 平成 22 年度資金計画                       （単位：千円） 

区別 予算額 決算額 差引増減額 
資金支出 
業務活動による支出 
投資活動による支出 
財務活動による支出 

 
次期中期目標期間への繰越金 

 

1,959,621
1,925,049

34,572
0

0

1,851,522
1,784,382

50,969
16,171

136,202

△108,099
△140,667

16,397
16,171

136,202

資金収入 
業務活動による収入 
運営費交付金による収入 
その他の収入 

投資活動による収入 
財務活動による収入 

 
前期中期目標期間よりの繰越額 

 

1,959,621
1,959,621
1,754,779

204,842
0
0

0

1,987,724
1,987,538
1,754,779

232,759
0

185

0

28,103
27,917

０
27,917

0
185

0

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
【主な増減理由】 

業務活動による支出について、予算額に比して決算額が減少している理由は、業務の効率

化によるものや、事業仕分けの影響により当年度に実施できなかった事業の未執行によるも

のである。資金収入の増加理由については、当初見込んでいなかった大学評価手数料、寄付

金収入等の自己収入の増加によるものである。 
 
 

 人件費の削減  
 
 国家公務員の給与構造改革を踏まえ、閣議決定の要請に沿って役職員給与の支給の基準
を改正した。また、平成 22 年度の常勤役職員に係る人件費を平成 17 年度に比べて５％以
上削減するため、評価サイクル等を考慮しつつ常勤職員数を前年度から６人削減した。こ
れにより、平成 17 年度に比べて 14.5%の人件費を削減した。 

 
  参考図表等 
 
○ 常勤職員数 
  平成 21 年度期末  139 人 
  平成 22 年度期末  133 人 
 
○ 総人件費の取組状況推移 

注：「人件費削減率（補正値）」とは、「行政改革の重要方針」（平成 17 年 12 月 24 日閣議決

定）による人事院勧告を踏まえた官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率である。 
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Ⅳ 短期借入金の限度額 

Ⅴ 重要な財産の処分等に関する計画 

Ⅵ 剰余金の使途 
 
 
 
 
 



Ⅳ 短期借入金の限度額、Ⅴ 重要な財産の処分等に関する計画 

Ⅵ 剰余金の使途 

 - 154 -

 

  平成２２年度計画 

 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

 

   １ 短期借入金の限度額  ６億円 

  ２ 短期借入金を必要とする事態としては、運営費交付金の受入れに遅延が生じた場 

   合、予定していない退職手当の支出などにより緊急に資金が必要となる場合等が想 

   定される。 

 

 

  実績 

 

短期借入を実施していないため、該当なし。 
 

 

 

  平成２２年度計画 

 

Ⅴ 重要な財産の処分等に関する計画 

 

    小平第二住宅については、入居者が５割を下回り、その改善の見込みがない場合に 

  は、国の資産債務改革の趣旨を踏まえ、売却等の措置を検討する。 

 

 

  実績 

 

年間平均で 91.3％の入居率であったため、該当なし。 
 

 

 

 

  平成２２年度計画 

 

Ⅵ 剰余金の使途 

 

    機構の決算において、剰余金が発生したときは、評価業務、学位授与業務、調査研 

  究業務及び情報収集・整理・提供業務の充実に充てる。 

 

 

  実績 

 

剰余金が発生しなかったため、該当なし。 
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  平成２２年度計画 

 

Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 

 １ 人事に関する計画 

 （１）方針 

   ① 業務運営の効率化を推進し、業務量の変動に応じた柔軟な組織体制を構築すると

ともに、人事交流により幅広い人材の確保を図り、職員の計画的かつ適正な配置を

行う。 

   ② 特に事務系職員には、専門的な能力の向上を図るため、実践的研修を実施すると

ともに専門的研修事業の活用を行う。 

 

 （２）人員に係る指標 

    常勤職員数（期限付職員を除く。）については、適宜、業務等を精査し、職員数の

適正化に努める。 

 

 

  実績 

 

 柔軟な組織体制の構築  

 

  国際連携に関する業務量が増大しているため、評価企画・国際課において国際業務を担

当する係を１係から２係体制にし、担当職員を３人増員した。また、国立大学法人等の教

育研究評価結果の確定作業を実施する評価第２課を３人増員するとともに、評価実施校が

減少する評価第１課を７人減員し、法科大学院評価課を４人減員して２係体制から１係体

制とするなど、業務量に応じた組織の見直し、人員の適正配置を行った結果、事務職員全

体で５名の減員となった。 
 
  ※ 係体制及び人員配置については、「Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成する

ためとるべき措置 ２ 各事業の業務量の変動に伴い、必要に応じて組織の見直しを

行うとともに、人員の適正配置を実施する。」に前掲。 
 

 

 人事交流による幅広い人材の確保  

 
  他機関との人事交流は、課長以上を除く全ての役職段階の職について 43 機関（61 人）

と実施し、組織の活性化と機構の業務に即応できる人材を確保している。また、業務の継

続性等を勘案し、平成 22 年８月に国立大学法人等職員採用試験合格者から１人を新規採用

した。 
 
 〇人事交流の状況（平成 22 年度末） 
    国立大学法人     41 大学（58 人） 
    大学共同利用機関法人 １機関（１人） 
   独立行政法人     １機関（２人） 



Ⅶ その他主務奨励で定める業務運営に関する事項 
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 事務系職員への研修の実施  

 

  機構において実践的研修を実施するとともに、外部機関が実施している専門的研修に事

務系職員を積極的に参加させ、業務遂行に必要となる職員の資質及び能力の向上を図っ

た。 
① 実践的研修等（機構実施） 
・情報セキュリティに関する説明会（採用者及び人事交流者を対象に平成22年４月に

実施。24人参加） 
・評価事業に関する研修（全職員を対象に平成22年４月及び６月に実施。延べ76人参

加） 
・パソコン研修（全職員を対象に情報システム統一研修のＣＤ－ＲＯＭを利用したe－

ラーニングを四半期毎に実施。延べ34人参加） 
・英語研修（事務系職員を対象に、英会話学校に通学する研修及び通信教育講座を受

講する研修を平成22年７月から平成23年１月にかけて実施。英会話学校通学研修２

人、通信教育講座研修28人参加） 
・メンタルヘルス研修（全職員を対象に平成22年５月に実施。33人参加） 
・ハラスメント研修（全職員を対象に平成22年９月に実施。43人参加） 

② 専門的研修等（外部機関実施） 
  放送大学の活用並びに情報システム、財務、監査業務及び人事労務等に関する研修

等に参加（22件の研修、講習、セミナーに延べ62人参加） 
③ 大学等実務研修（事務系職員１人を平成21年８月から平成22年７月末まで派遣。ま

た、事務系職員１人を平成22年８月から平成23年７月末まで派遣） 
④ 文部科学省関係機関職員行政実務研修（事務系職員１人を平成22年４月から12月末

まで派遣） 
⑤ 海外派遣研修（事務系職員１人を平成23年２月から４月までオーストラリアへ派

遣） 
 
 職員数の適正化  

 

 法人化前の平成15年度時の職員定員数149人を上回らないよう、適正な人員管理を行っ

た。 
 
  平成22年度期初の常勤職員数  130人 
  平成22年度期末の常勤職員数  133人 
 

  参考図表等 

 
 ○ ハラスメント研修の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<参 考> 
 

  ・ 独立行政法人大学評価・学位授与機構の中期目標 

・ 独立行政法人大学評価・学位授与機構の中期計画 

・ 独立行政法人大学評価・学位授与機構の年度計画（平成 22 年度） 

 

 

 





独立行政法人大学評価・学位授与機構の中期目標

（序文）

独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２９条の規定により、独立行政法人大学

評価・学位授与機構が達成すべき業務運営に関する目標（以下「中期目標」という ）を次のと。

おり定める。

（前文）

独立行政法人大学評価・学位授与機構（以下「機構」という ）は、高等教育の発展に資する。

業務の公共的重要性にかんがみ、業務の公正かつ能率的、効果的な運営を基本方針として、以下

の業務を総合的に行うことにより、大学等（大学、短期大学、高等専門学校、大学共同利用機関

をいう ）の教育研究水準の向上を図るとともに、高等教育の段階における多様な学習の成果が。

、 。適切に評価される社会の実現を図り もって我が国の高等教育の発展に資することを目標とする

（１）大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について、評

価を行い、その結果について、当該大学等及び設置者に提供し、並びに公表すること。

（２）学校教育法第１０４条第４項の規定により、学位を授与すること。

（３）大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する調査研究及び学位の授与を行うた

めに必要な学習の成果の評価に関する調査研究を行うこと。

（４）大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する情報及び大学における各種の学習

の機会に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。

中期目標の期間において、機構は、これまで評価文化の普及に努めてきたが、今後は、評価文

化の定着を図ることが重要である。このため、効果的・効率的な評価方法を開発し、適切な評価

等を実施することにより、我が国の大学等に対する評価の発展に先導的な役割を果たしていくこ

とが必要である。また、国内外における大学の質保証に関する調査及び研究や、情報の収集、整

理、提供などを積極的に行うことを通じて、我が国における評価文化の定着と国際的な質の保証

の取組などに先導的な役割を果たすことが求められる。

学位授与の関係では、我が国において大学以外で学位を授与することができる唯一の機関とし

て、学位取得の申請者の多様化等に対応し、適切かつ着実に業務を実施していくことにより、我

が国の教育システムの生涯学習体系への移行及び高等教育機関の多様な発展に寄与していくこと

が求められる。

このような役割を果たすため、機構の中期目標は、以下のとおりとする。

Ⅰ 中期目標の期間

機構が実施する業務は、大学等の教育研究水準の向上、高等教育の段階における多様な学習

成果の適切な評価の実現などの公共的重要性から、長期的視点に立って推進すべきものが多い

、 、 。ため 中期目標の期間は 平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日までの５年間とする

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項

１ 機構の行う業務については、既存経費の見直し、効率化を進める。一般管理費（退職手当

を除く ）について、中期目標の期間中、毎事業年度につき３％以上の削減を図るほか、そ。

の他の事業費（退職手当を除く ）について、中期目標の期間中、毎事業年度につき１％以。
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上の削減を図る。

２ 事務・事業の見直しに対応した組織の見直しを図る。

３ 平成２２年度末までに、独立行政法人国立大学財務・経営センターと統合する。統合に向

けて必要な組織・体制を整備する。

４ 契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、随意契約の適正化を推進す

ることとする。

Ⅲ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

１ 総合的事項

（１）機構の高等教育の発展に資するという業務の性格にかんがみ、幅広く大学関係者及び

有識者等の参画を得た業務運営を行う。

（２）機構の業務運営及び事業に関する自己点検・評価を実施するとともに、自己点検・評

価の結果について外部検証を行い、その結果に基づき、業務の見直しを図る。

２ 大学等の教育研究活動等の状況についての評価

大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価

を行う。

○ 国立大学法人及び大学共同利用機関法人の教育研究の状況についての評価

文部科学省国立大学法人評価委員会からの要請に基づいて、教育研究の質の向上と個性

の伸長に資するとともに、社会に対する説明責任を果たすことを実施方針とし、国立大学

法人及び大学共同利用機関法人の教育研究の状況についての評価を適切に実施し、もって

国立大学法人等の教育研究の水準の向上等に資する。

３ 学位授与

機構は、我が国の教育システムの生涯学習体系への移行及び高等教育機関の多様な発展等

に寄与するため、大学による学位授与の原則を踏まえつつ、高等教育段階の様々な学習の成

果を評価し、大学の卒業者又は大学院の修了者と同等の水準にあると認められる者に対して

学位を授与する。

なお、学位授与事業の実施に当たっては、事業の円滑かつ確実な実施並びに効率化及び合

理化の双方について実現を図る。

（１）単位積み上げ型による学士の学位授与

単位積み上げ型による学士の学位授与については、審査により学士の水準を有してい

ると認められる者に対して学士の学位を授与する。

また、短期大学及び高等専門学校の専攻科の認定申出に基づき、大学教育に相当する

水準を有しているかについての審査を行い、認定することにより、当該専攻科で修得し

た単位が大学で修得した単位と同等であることを保証し、機構が授与する学位の水準を

確保する。

（２）省庁大学校修了者に対する学位授与

省庁大学校の課程の認定申出に基づき、大学の学部、大学院の修士課程又は博士課程

の水準を有しているかについての審査を行い、認定することにより当該課程が大学又は

、 。 、大学院の水準と同等であることを保証し 機構が授与する学位の水準を確保する また

省庁大学校の課程を修了し、学位授与申請を行う者に対しては、審査により、学士、修

士又は博士の学位の水準を有していると認められるものにそれぞれの学位を授与する。

４ 調査及び研究
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以下の調査研究業務の実施に当たっては、経費の削減及び業務の効率化に配慮して実施す

ることとする。

（１）大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する調査及び研究

大学等の質の向上及び社会に対する説明責任を果たすための効果的かつ効率的な評価

システムの構築を目的とし、大学等の評価に関する調査研究を行う。これらの成果を機

構の評価の改善に活かすとともに、情報提供事業等への活用を通じて、大学等の評価活

動や他の評価機関を含めた多元的な評価システム全体の充実と、評価に関する知識の普

及に貢献する。

（２）学位の授与を行うために必要な学習の成果の評価に関する調査及び研究

我が国の学位の質及び国際通用性の確保と、高等教育における多様な学習機会に対す

る社会の要請を踏まえて、学位授与の要件となる高等教育レベルの学習の成果の評価並

びに学位に関する調査研究を行う。これらの成果を機構の学位授与制度の展開に活かす

とともに、情報提供事業等への活用を通じて、我が国の学位システム全体の発展と学位

に係る知識の普及に貢献する。

（３）研究成果の公表等

、 。調査研究成果を外部に公表することによって 高等教育機関の多様な発展に寄与する

５ 情報の収集、整理、提供

（１）大学等の教育研究活動等の状況について、評価に資するための国内外の情報の収集、

整理、提供

大学等の教育研究活動等の状況について、評価に資するための国内外の情報を収集、

整理、提供し、大学等における評価活動や教育研究活動の改善に役立てるとともに、機

構の行う評価の改善向上に活用する。また大学及び機構の活動について広く社会に対し

て理解の増進を図る。

（２）大学における各種の学習の機会等に関する情報の収集、整理、提供

多様な学習機会を求める者にとって、有用な学位に関する情報の収集、整理、提供を

行う。また機構の学位授与について広く社会に対して理解の増進を図る。

６ 認証評価

認証評価実施に当たっては、学校教育法第１１０条による認証評価機関の設置状況及びそ

の活動状況を踏まえ、当面、大学、短期大学、高等専門学校及び専門職大学院を設置する大

学からの求めに応じて、認証評価を行う。

その際、民間の認証評価機関のみでも対応可能となった分野から、順次、廃止又は休止の

検討を行う。

なお、認証評価業務の効率的な実施については、評価の質の保証に配慮しつつ検討を進め

るとともに、業務運営等の効率化を行い、段階的に運営費交付金の縮減を図る。

また、評価事業の実施に当たっては、これまで機構が実施した評価に関して検証を行うと

ともに、大学等関係者の意見を踏まえ、常により良い評価の仕組みの構築等に向け、その改

善に努めることが必要である。

（１）大学、短期大学、高等専門学校の教育研究等の総合的状況に関する評価

大学、短期大学、高等専門学校の求めに応じて、当該大学等の教育研究等の総合的状

況に関する評価を適切に実施し、その結果を当該大学等に提供し、教育研究等の質を保

証するとともに、教育研究等の改善に資する。あわせて評価結果を公表することにより

当該大学等の活動について、広く国民の理解と支持が得られるように支援・促進する。

（２）専門職大学院の教育研究活動の状況に関する評価

大学からの求めに応じて、当該大学の専門職大学院の教育研究活動の状況に関する評

価を適切に実施し、その結果を当該大学に提供し、当該専門職大学院の教育研究活動の
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質を保証するとともに、教育研究活動の改善に資する。あわせて評価結果を公表するこ

とにより当該専門職大学院の活動について、広く国民の理解と支持が得られるように支

援・促進する。

７ その他上記の業務に附帯する業務

（１）評価文化の定着と評価に携わる人材の育成

大学等の評価活動を実効性のあるものとするため、評価に携わる人材の育成を図ると

ともに、評価文化定着のための活動を行う。

（２）国際的な質保証に関する活動

国際的な質保証活動に積極的に参画するなどにより、我が国の高等教育の国際通用性

の確保を図るための活動を行う。

Ⅳ 財務内容の改善に関する事項

１ 予算の適正かつ効率的な執行

予算の執行に関して、適正かつ効率的に執行する仕組みの構築を図る。

２ 固定的経費の削減

管理業務の節減を行うとともに、効率的な施設運営を行うこと等により固定的経費の節減

を図る。

また 「行政改革の重要方針 （平成１７年１２月２４日閣議決定）において示された国、 」

家公務員の定員の純減目標及び給与構造改革を踏まえ、国家公務員に準じた人件費削減の取

組を行うとともに 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６ （平成１８年７、 」

月７日閣議決定）に基づき、人件費改革の取組を２３年度まで継続することとする。

職員の給与水準については、検証を行い、これを維持する合理的な理由がない場合には必

要な措置を講ずることにより、給与水準の適正化に速やかに取り組むとともに、その検証結

果や取組状況については公表することとする。

３ 資産の有効活用

小平第二住宅については、入居者が５割を下回り、その改善の見込みがない場合には、国

の資産債務改革の趣旨を踏まえ、売却等の措置を検討する。

Ⅴ その他業務運営に関する重要事項

１ 事業の適切な実施に当たり、職員の幅広い人材確保と資質の向上を図る。
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独立行政法人大学評価・学位授与機構の中期計画

独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第３０条の規定により、独立行政法人大学

評価・学位授与機構（以下「機構」という ）が中期目標を達成するための計画（以下「中期計。

画」という ）を次のとおり定める。。

Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

１ 業務については、既存経費の見直しを行い、業務の効率化を進め、一般管理費（退職手当

を除く ）について、毎事業年度につき、３％以上の削減を図るほか、その他の事業費（退。

職手当を除く ）について、毎事業年度につき、１％以上の削減を図る。。

２ 各事業の業務量の変動に伴い、必要に応じて組織の見直しを行うとともに、人員の適正配

置を実施する。

、 。 、３ 平成２２年度末までに 独立行政法人国立大学財務・経営センターと統合する このため

必要な組織・体制を整備する。

４ 契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、以下の取組により、随意契

約の適正化を推進することとする。

① 機構が策定する「随意契約見直し計画」に基づく取組を着実に実施するとともに、その

取組状況を公表する。

、 、② 一般競争入札等により契約を行う場合であっても 特に企画競争や公募を行う場合には

競争性、透明性が十分確保される方法により実施する。

また、内部監査及び第三者（監事等）により、契約をはじめとする会計処理に対する適

切なチェックを行う。

Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべ

き措置

１ 総合的事項

（１）大学関係者及び有識者等の参画を得て業務運営を行う。評価事業及び学位授与事業の実

、 、 。施に当たっては 外部の学識経験者について負担の軽減を図りつつ 計画的な確保を行う

（２）毎年度、自己点検・評価委員会において、すべての業務・事業に対して自己点検・評価

を行う。

さらに、次期中期目標期間における業務の改善等に資する観点から、外部検証委員会に

おいて、自己点検・評価の結果についての検証等を実施し、その結果に基づき、業務の見

直し・改善を図る。

２ 大学等の教育研究活動等の状況についての評価

大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価

を行う。
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○ 国立大学法人及び大学共同利用機関法人の教育研究活動等に関する評価

① 国立大学法人評価委員会からの要請に基づいて、平成２０年度に実施した国立大学法

人及び大学共同利用機関法人の教育研究活動等の評価について、多面的な調査を行うこ

と等により検証する。

② 国立大学法人及び大学共同利用機関法人の教育研究活動等の評価の最終的な確定作業

を行うとともに、当該評価確定後の検証を行い次期評価に向けた評価方法の改善につな

げるための検討を行う。

３ 学位授与

学位授与事業の実施に当たっては、事業の円滑かつ確実な実施と、そのために必要な検討

を遅滞なく行うことを前提として、次の業務を行う。

なお、学位授与業務については効率化を図り、原則として手数料収入で当該経費を賄うよ

う運営することの実現を図る。

また、学位授与基準の検討等の周辺業務の実施についても効率化・合理化を図ることによ

り、計画的な経費の縮減を進める。

（１）単位積み上げ型による学士の学位授与について

① 単位積み上げ型による学士の学位授与については、申請者に係る修得単位の審査並び

に学修成果についての審査及び試験を適切な方法で行い、各専攻分野の学士の水準を有

していると認められる者に対して、申請後６月以内に学士の学位を授与する。また、不

合格者に対しては、不合格の理由を明らかにするなど、今後の学修に資するよう配慮す

る。

② 申請等に関しては、事業の円滑な実施等に十分配慮しつつ、利便性の一層の向上を図

る。

③ 短期大学及び高等専門学校の専攻科の認定申出に基づき、大学教育に相当する水準を

有しているかについての審査を行い、基準を満たす専攻科については認定する。

④ 上記③により認定された専攻科における教育の実施状況等について、大学教育に相当

する水準を維持しているかという観点で、原則として７年ごと（認定後、最初は５年）

に審査を行う。

（２）省庁大学校修了者に対する学位授与について

① 省庁大学校の課程の認定申出に基づき、大学の学部、大学院の修士課程又は博士課程

の水準を有しているかについての審査を行い、基準を満たす課程については認定する。

② 上記①により認定された課程の教育の実施状況等について大学又は大学院と同等の水

準を維持しているかという観点で、原則として５年ごとに審査を行う。

③ 省庁大学校の課程を修了し、学位授与申請を行う者に対しては、審査により各専攻分

野の学士、修士又は博士としての水準を有していると認められるものに、学士は申請後

１月以内に、修士及び博士は原則として申請後６月以内に学位を授与する。

４ 調査及び研究

調査研究業務の実施に当たっては、経費の削減及び業務の効率化に配慮して実施する。

（１）大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する調査及び研究

① 大学評価システムの検証と開発に関する研究

これまでの大学評価の適切性や効果の検証を行うとともに、高等教育政策の進展によ

る新たな評価（分野別評価等）の要請に対応した、我が国の新たな大学評価システムの
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開発に関する研究を行う。

② 大学等の質的向上に資する評価活動に関する研究

大学等の内部における評価及び質的向上の実態についての検証を行い、大学の教育研

究や経営の質の向上に関する評価活動の在り方に関する研究を行う。

③ 大学評価に必要な情報の確立に関する研究

大学等の教育研究活動の分析に必要な定量的・定性的情報の解析を行うとともに、評

価に用いることのできる大学情報の収集と活用に関する研究を行う。

（２）学位の授与を行うために必要な学習の成果の評価に関する調査及び研究

① 学位の構造・機能と国際通用性に関する研究

ア 学位の要件となる学習の体系性に関する調査研究

学位授与の要件となる学習の体系的な構成と学位の構造・機能について、学位・単

位制度に関する理論的基底及び学位授与業務を通じて蓄積された知見と実績を踏まえ

て研究する。

イ 機構の学位授与制度の教育的・社会的機能に関する調査研究

機構の学位授与制度の現状及び社会的要請を継続的に把握するとともに、単位の累

積加算に基づく学位授与という当機構に独自な業務の実施を通じて得られるデータを

活用し、我が国の学位・単位制度の課題を実証的に研究する。

② 高等教育レベルの学習の多様化に応じた学習の成果の評価に関する研究

ア 学習形態及び学習機会の多様化に対応した高等教育と学位授与に関する調査研究

学習形態、学習機会の多様化及び学生の流動化（国内外の機関間移動等）に対応し

た高等教育システムと、単位の互換や累積に基づく学位授与の在り方について研究す

る。

イ 多様な学習の成果の評価と単位の認定方法に関する調査研究

高等教育レベルの多様な学習の成果を、大学における学習の成果との互換可能性の

観点から評価し、学位につながる単位として認定する方法について研究する。

（３）研究成果の公表等

調査研究成果は、年に１回以上発行する機構の学術誌『大学評価・学位研究』に掲載し

て、速やかに外部に公表、提供し、関係高等教育機関、生涯学習機関、高等教育研究者の

利用に供する。

また、研究者個人が、上記調査研究プロジェクト遂行の基礎として行った研究及びプロ

ジェクトの成果をさらに発展させた内容について学会誌等に投稿するなどの活動を支援す

る。

５ 情報の収集、整理、提供

（１）大学等の教育研究活動等の状況について、評価に資するための国内外の情報の収集、整

理、提供

① 大学等及び他の評価機関の行う評価活動に資するための情報を収集・整理し、提供す

る。

② 学習者の保護や国際的通用性の観点から、評価を中心とした包括的な質保証の情報を

収集・整理し、情報提供を行う。

③ 大学等や評価担当者の負担の軽減と機構の評価業務の効率化のため、大学情報データ

ベースの充実やその活用を図る。

④ 広報活動を通して、評価事業に関する情報を積極的に発信する。

（２）大学における各種の学習の機会等に関する情報の収集、整理、提供

① 大学等で行われている学習機会に関する情報を収集・整理し、提供する。
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② 機構が授与する学位に関連する情報（ 科目等履修生制度の開設大学一覧」や「大学「

評価・学位授与機構認定短期大学・高等専門学校専攻科一覧」等）を収集・整理し、提

供する。

③ 広報活動を通して、学位授与事業に関する情報を積極的に発信する。

６ 認証評価

大学等の教育研究水準の向上に資するため、学校教育法第１１０条の認証評価機関とし

て、評価を受ける大学、短期大学、高等専門学校及び法科大学院を設置する大学の意向にも

かんがみ、当面、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行うこととするが、民間の

認証評価機関のみでも対応可能となった分野から、順次、廃止又は休止の検討を行う。

なお、認証評価業務の効率的な実施については、すべての高等教育機関を対象とする認証

評価制度の普及・啓発のための先導的な取組に関する部分を除き、原則として手数料収入で

必要な経費を賄うよう、合理化・効率化を図る。

また、これまで機構が実施した評価に関して検証を行い、評価システムの改善につなげる

とともに、その成果の普及を図る。

（１）大学、短期大学、高等専門学校の教育研究活動等の総合的状況に関する評価

① 大学、短期大学、高等専門学校からの求めに応じて、機構が定める評価基準に従って

当該大学等の教育研究活動等の総合的状況について評価を行う。

② 評価を適切に行うため大学等関係者や学識経験者で構成される組織を設け、適宜評価

体制等を見直すとともに、評価担当者の研修を実施する。

③ 機構が行った当該大学等の評価について、評価報告書を作成し、当該大学等及びその

設置者に通知し、公表する。

、 。④ 機構が行った評価の有効性 適切性について多面的な調査を行うことにより検証する

また、その検証結果を踏まえ評価システムの改善につなげる。

（２）専門職大学院の教育研究活動の状況に関する評価

① 大学からの求めに応じて、機構が定める法科大学院評価基準に従って当該大学の法科

大学院の教育活動等の状況について評価を行う。

② 評価を適切に行うため、大学等関係者、法曹三者、及び学識経験者で構成される組織

を設け、適宜評価体制等を見直すとともに、評価担当者の研修を実施する。

③ 機構が行った当該法科大学院の評価について、評価報告書を作成し、当該法科大学院

を置く大学に通知し、公表する。

④ 法科大学院の特性を考慮し、機構が行った評価の有効性、適切性について多面的な調

査を行うことにより検証する。また、その検証結果を踏まえ評価システムの改善につな

げる。

７ その他上記の業務に附帯する業務

（１）評価文化の定着と評価に携わる人材の育成

① 評価事業の円滑な実施を図るため、国内の評価機関等との連携・協力を進める。

② 大学等の評価関係者及び評価担当者の育成のための活動を行う。

（２）国際的な質保証に関する活動

国際的な質保証ネットワークへの参画や海外の質保証機関等との連携・協力による活動

を行う。
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Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む 、収支計画及び資金計画。）

１ 予算 別紙１のとおり

２ 収支計画 別紙２のとおり

３ 資金計画 別紙３のとおり

４ 人件費の削減

平成２２年度の常勤役職員に係る人件費を平成１７年度（１，１０９百万円）に比べて５

。 、 、％以上削減する ただし 平成１８年度以降の人事院勧告を踏まえた給与改定分については

削減対象から除く。なお、人件費の範囲は給与、賞与、その他の手当であり、退職金、福利

厚生費（法定福利費及び法定外福利費）は含まない。その際、国家公務員の給与構造改革を

踏まえ、役職員の給与について、必要な見直しを行う。

また 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６ （平成１８年７月７日閣議、 」

決定）に基づき、人件費改革の取組を２３年度まで継続することとする。

職員の給与については、検証を行い、これを維持する合理的な理由がない場合には、必要

な措置を講ずることにより、給与水準の適正化に取り組むとともに、その検証結果や取組状

況について公表を行う。

Ⅳ 短期借入金の限度額

１ 短期借入金の限度額 ６億円

２ 短期借入金を必要とする事態としては、運営費交付金の受入れに遅延が生じた場合、予定

していない退職手当の支出などにより緊急に資金が必要となる場合等が想定される。

Ⅴ 重要な財産の処分等に関する計画

小平第二住宅については、入居者が５割を下回り、その改善の見込みがない場合には、国の

資産債務改革の趣旨を踏まえ、売却等の措置を検討する。

Ⅵ 剰余金の使途

１ 評価業務の充実

２ 学位授与業務の充実

３ 調査研究業務の充実

４ 情報収集・整理・提供業務の充実

Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項

１ 人事に関する計画

（１）方針

① 業務運営の効率化を推進し、業務量の変動に応じた柔軟な組織体制を構築するととも

に、人事交流により幅広い人材の確保を図り、職員の計画的かつ適正な配置を行う。

② 特に事務系職員には、専門的な能力の向上を図るため、実践的研修を実施するととも

に専門的研修事業の活用を行う。
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（２）人員に係る指標

常勤職員数（期限付職員を除く ）については、その職員数の抑制を図る。。

（参考）

中期目標期間中の人件費総額

中期目標期間中の人件費総額見込み

４，６８９百万円

ただし、上記の額は、常勤役員及び常勤職員に対する給与、賞与、その他の手当であ

り、退職金、福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）は含まない。
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（別紙１）

（単位：百万円）

区別 金額

収入

   運営費交付金 8,785

 大学等認証評価手数料 715

 学位授与審査手数料 581

 その他 38

計 10,119

支出

   業務等経費 7,164

 うち 人件費（退職手当を除く） 4,312

 物件費 2,788

            退職手当 64

大学評価等経費 715

学位授与審査経費 581

    一般管理費 1,659

      うち   人件費（退職手当を除く） 1,018

              物件費 641

退職手当 0

計 10,119

［人件費の見積り］
期間中総額：４，６８９百万円を支出する。

［運営費交付金の算定ルール］

平成２１年度～平成２５年度 予算

ただし、上記の額は、常勤役員及び常勤職員に対する報酬（給与）、賞与、その他の手当であり、
退職金、福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）は含まない。

毎事業年度に交付する運営費交付金（Ａ）については、以下の数式により決定する。

Ａ(y)＝｛（Ｃ(y)－Tc(y)）×α1(係数)＋Tc(y)｝＋｛（Ｒ(y)＋Pr(y)）×α2(係数)＋Tr(y)｝＋ε(y)－Ｂ(y)

Ａ(y)：当該事業年度に交付する運営費交付金。
Ｂ(y)：当該事業年度における自己収入。
Ｃ(y)：当該事業年度における一般管理費。
ε(y)：当該事業年度における特殊経費。重点施策の実施、事故の発生等の事由により当該年度に
限り時限的に発生する経費であって、運営費交付金算定ルールに影響を与えうる規模の経費。こ
れらについては、各事業年度の予算編成過程において具体的に決定。
α1：一般管理効率化係数、△３％。
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（２）事業経費（Ｒ(y)＋Pr(y)＋Tr(y)）

（１）人件費
毎事業年度の人件費Ｐ(y)については、以下の数式により決定する。

Ｐ(y)＝Pr(y)＋Pc(y)＋Tr(y)＋Tc(y)
 ＝｛（Pr(y-1)×γ(係数)＋Pc(y-1)｝×σ(係数)＋Tr(y)＋Tc(y)

Ｐ(y)：当該事業年度における人件費(退職手当を含む)。
Pr(y)：当該事業年度における事業経費中の人件費(退職手当を除く)。Ｐr(y-1)は直前の事業年度に
おけるＰr(y)。
Pc(y)：当該事業年度における一般管理費中の人件費(退職手当を除く)。Ｐc(y-1)は直前の事業年
度におけるＰc(y)。
Tr(y)：当該事業年度における事業経費中の退職手当。
Tc(y)：当該事業年度における一般管理費中の退職手当。
γ：業務政策係数。各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な係数値
を決定。±０％。
σ：人件費調整係数。各事業年度予算編成過程において、給与昇給率等を勘案し、当該事業年度
における具体的な係数値を決定。±０％。

α2：事業効率化係数、△１％。中期目標に記載されている削減目標を踏まえ、各事業年度の予算
編成過程において、当該事業年度における具体的な係数値を決定。

毎事業年度の事業経費中の物件費Ｒ(y)については、以下の数式により決定する。

 事業経費中の物件費 Ｒ(y)＝Ｒ(y-1)×β(係数)×γ(係数)

毎事業年度の一般管理費中の物件費Ｅ(y)については、以下の数式により決定する。

 一般管理費中の物件費 Ｅ(y)＝Ｅ(y-1)×β(係数)

Ｒ(y)：当該事業年度における事業経費中の物件費。Ｒ(y-1)は直前の事業年度におけるＲ(y)。
β：消費者物価指数。各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な係数
値を決定。±０％。

γ：業務政策係数。各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な係数値
を決定。±０％。

（３）一般管理費（Ｃ(y)＝Pc(y）＋Ｅ(y)＋Tc(y)）

Ｅ(y)：当該事業年度における一般管理費中の物件費。Ｅ(y-1)は直前の事業年度におけるＥ(y)。
β：消費者物価指数。各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な係数
値を決定。±０％。

（４）事業収入
毎事業年度の事業収入Ｂ(y)の見積額については、各事業年度の予算編成過程において、当該

事業年度における具体の数値を決定。

[中期計画予算の見積りに際し使用した具体的係数及びその設定根拠等]
上記各事項毎に記載。
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（別紙２）

平成２１年度～平成２５年度 収支計画

（単位：百万円）

区別 金額

費用の部 10,109

   経常費用 10,109

業務等経費 7,004

大学等評価経費 715

学位授与審査等経費 581

一般管理費 1,572

減価償却費 237

   財務費用 0

収益の部 10,109

   運営費交付金収益 8,539

 大学等認証評価手数料 715

 学位授与審査等手数料 581

   資産見返物品受贈額戻入 30

   資産見返運営費交付金戻入 207

   雑収入 38

純利益 0

総利益 0

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しない。
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（別紙３）

平成２１年度～平成２５年度 資金計画

（単位：百万円）

区別 金額

資金支出 10,119

   業務活動による支出 9,872

   投資活動による支出 247

   財務活動による支出 0

   次期中期目標期間への繰越金 0

資金収入 10,119

   業務活動による収入 10,119

      運営費交付金による収入 8,785

      その他の収入 1,333

   投資活動による収入 0

   財務活動による収入 0

   前期中期目標期間よりの繰越金 0

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しない。
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独立行政法人大学評価・学位授与機構の年度計画（平成２２年度）

Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

１ 業務については、既存経費の見直しを行い、業務の効率化を図る。また、一般管理費（退

職手当を除く ）については、計画的削減に努め、平成２１年度予算に比較して３％以上の。

削減を図るほか、その他の事業費（退職手当を除く ）について、平成２１年度予算に比較。

して１％以上の削減を図る。

① 恒常的なルーチン業務等のアウトソーシングを検討するとともに、省エネルギー化に対

応するため、光熱水量の節約及び環境整備に努める。

② グループウェアをはじめとするＩＴの積極的な活用を進め、情報伝達の迅速化、情報の

共有化、ペーパーレス化等の対策に取り組む。

③ 各事業に係る経費（旅費、消耗品費、会議費等）について随時見直し、業務の効率化を

進める。

２ 各事業の業務量の変動に伴い、必要に応じて組織の見直しを行うとともに、人員の適正配

置を実施する。

３ 独立行政法人国立大学財務・経営センターとの統合については 「独立行政法人の抜本的、

」（ ） 、 、な見直しについて 平成２１年１２月２５日閣議決定 において 当面凍結されているが

必要に応じ適切な対応を行う。

４ 契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、随意契約の適正化を推進す

ることとする。

① 機構が策定する「随意契約見直し計画」に基づく取組を着実に実施するとともに、その

取組状況を公表する。

、 、② 一般競争入札等により契約を行う場合であっても 特に企画競争や公募を行う場合には

競争性、透明性が十分確保される方法により実施する。

また、内部監査、第三者（監事等）及び契約監視委員会により、契約をはじめとする会

計処理に対する適切なチェックを行う。

Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべ

き措置

１ 総合的事項

（１）自主性・自立性の確保という趣旨を十分に踏まえ、次の組織を運営するために必要な大

学関係者及び学識経験者等の参画を得る。

① 評議員会

② 運営委員会

③ 大学機関別認証評価委員会

④ 短期大学機関別認証評価委員会

⑤ 高等専門学校機関別認証評価委員会

⑥ 法科大学院認証評価委員会

⑦ 国立大学教育研究評価委員会

⑧ 学位審査会
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（２）平成２１年度の各事業の業務実績に係る自己点検・評価を実施する。その際、年度計画

の項目ごとに業務実績を取りまとめ、その結果を整理・分析して、自己点検・評価に反映

し、業務実績報告書を作成・公表する。

さらに、平成２２年度の各事業の業務実績に係る自己点検・評価を円滑に実施するため

に年度計画に対する達成状況調査を行い、業務の適切な実施を確認し、職員の業務の進行

管理に対する意識を高める。

２ 大学等の教育研究活動等の状況についての評価

○ 国立大学法人及び大学共同利用機関法人の教育研究活動等に関する評価

国立大学法人及び大学共同利用機関法人の教育研究活動等の評価の最終的な確定作業を

行う。また、次期評価に向けた評価方法を検討する。

ア 評価体制の整備等

○ 国立大学教育研究評価委員会の下に達成状況判定会議、現況分析部会を設置し、そ

れぞれの評価目的や評価対象を考慮し、適切な評価担当者の配置を行う。

○ 各評価担当者が共通理解の下で公正・適切かつ円滑に職務を遂行できるよう、評価

の目的、内容、方法等について十分な研修を行う。

イ 評価の実施

○ 達成状況判定会議においては、国立大学法人等の教育研究等の質の向上に係る中期

目標の達成状況について、書面調査と大学情報データベースの情報等により分析を行

い、評価報告書の原案を作成する。

○ 現況分析部会においては、評価の対象となる学部・研究科等の現況について、書面

調査と大学情報データベースの情報等により分析を行う。また、学部・研究科等の研

究業績の水準について、判定を行う。

○ 各評価担当者に対し、各国立大学法人等から提出される実績報告書等とともに、大

学情報データベースの情報を評価担当者に提供する。

○ 評価報告書は、国立大学教育研究評価委員会で決定し、当該国立大学法人等及び文

部科学省国立大学法人評価委員会に提供するとともに公表する。

ウ 第２期中期目標期間における教育研究の状況の評価について、実施要項を作成する。

３ 学位授与

（１）単位積み上げ型による学士の学位授与について

① 当該年度２回（４月期と１０月期）の申請受付を実施する。審査に当たっては、申請

者に対し単位修得状況及び学修成果の提出を求め、修得単位の審査の基準を満たしてい

るか、学修成果が学士の水準に達しているか、さらに学修成果の内容が申請者の学力と

して定着しているかについて審査の上、総合的に判定し、申請者に対して６月以内に判

定結果を通知する。判定の結果、学士としての水準を有していると認められる者に対し

ては学位を授与する。

② 不合格者に対して、必要に応じ、不合格理由をより詳細に通知するなど、透明性・客

観性に配慮しつつ審査を行う。

③ 我が国における高等教育段階での学習機会の多様化や学問の進展、大学における教育

の実施状況等を踏まえ、必要に応じて本機構が定める専攻の区分や修得単位の審査の基

準等について見直し、整備する。

④ 申請者の意見を踏まえた「新しい学士への途」の改正や、申請方法の電子化の推進、

試験会場の増設など、申請者にとっての利便性の向上に資する方策について、事業の円

滑な実施と業務の効率化とのバランスを踏まえつつ検討し、必要なものから実施する。

⑤ 身体に障害のある申請者に対しては、試験場を別途準備するなど、障害等の種類、程

度に応じた受験上の特別措置を講じる。

⑥ 短期大学又は高等専門学校に設置する専攻科の認定申出については、当該専攻科が大
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学教育に相当する水準であるかなどの観点で審査を行い、年度内に当該専攻科の設置者

に対して認定の可否を通知する。

⑦ 既に認定を受けた専攻科の教育が大学教育に相当する水準を維持していることを担保

するために、当該年度の審査対象専攻科の教育の実施状況等について審査を行い、必要

に応じ審査結果に基づく所要の改善等を求める。

⑧ 専攻科認定申出等に関し、申請書類及び必要書類の記入例等の情報を電子媒体等で提

供する。

⑨ 申請者に係る審査及び専攻科の認定等を適切に行うため、国公私立大学の教員等で高

度の学識を有する者を審査委員に委嘱し審査組織を整備する。また、その組織・運営に

関しては、審査委員の負担を考慮しつつ、必要に応じて見直し、改善を図る。

⑩ 学士の学位授与業務の改善等に資することを目的として、学位取得者等に対するアン

ケート調査を実施する。

（２）省庁大学校修了者に対する学位授与について

① 省庁大学校の課程の認定申出については、当該課程が大学又は大学院教育に相当する

水準であるかどうか、大学設置基準又は大学院設置基準に準じて審査を行い、年度内に

当該課程の設置者に対して認定の可否を通知する。

② 既に認定を受けた課程の教育が、大学又は大学院と同等の水準を維持していることを

担保するために、当該教育課程の教育の実施状況等について審査を行い、必要に応じ審

査結果に基づく所要の改善等を求める。

③ 当該年度の省庁大学校の課程を修了し、学位授与申請を行う者に対して申請受付を実

施する。学士については単位修得状況及び課程修了証明書に基づき申請後１月以内に審

査を終了し、学士の水準を有していると認められる者に学位を授与する。また、修士及

び博士については規則に定められた期間内に単位修得状況の審査に加え、論文及び口頭

試問による審査を行い、修士又は博士としての水準を有していると認められる者に対し

て学位を授与する。

④ 課程認定申出等に関し、申請書類及び必要書類の記入例等の情報を電子媒体等で提供

する。

⑤ 申請者に係る審査及び課程の認定等の審査を適切に行うため、国公私立大学の教員等

で高度の学識を有する者で構成する審査組織を整備する。また、その組織・運営に関し

ては、審査委員の負担を考慮しつつ、必要に応じて見直し、改善を図る。

４ 調査及び研究

（１）大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する調査及び研究

① 大学評価システムの検証と開発に関する研究

・ 評価方法の適切性や評価結果の妥当性をメタ評価する方法、基準、体制に関して海

外動向等の調査を行う。

・ 認証評価や国立大学法人及び大学共同利用機関法人の教育研究活動などに関する評

価について、評価者や対象校に対するアンケート調査や評価結果などの分析を行い、

評価システムの適切性の検証を行うとともに、評価基準等の精緻化に関する調査研究

を行う。

② 大学等の質的向上に資する評価活動に関する研究

・ 評価の質向上のための思考支援方法や体制について営利企業、非営利組織が活用し

、 、ている各種経営手法の適用可能性や課題の実際について 大学等の実態調査を踏まえ

明らかにする。

・ 教員の活動に関する多角的な評価方法について、海外の先進的な手法を調査・紹介

し、その可能性及び効果について検討を行う。

③ 大学評価に必要な情報の確立に関する研究

・ 大学情報データベースや根拠資料等の定量的・定性的情報の分析を行い、指標の活
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用や評価の省力化の可能性を研究する。また、大学内での評価情報の効率的な利用促

進のため、ＩＲ専門職の確立に必要な情報を収集し提供するとともに、学習成果アセ

スメント等の手法についての研究を行う。

（２）学位の授与を行うために必要な学習の成果の評価に関する調査及び研究

① 学位の構造・機能と国際通用性に関する研究

ア 学位・単位制度に関する理論的基底及び国内外の最新動向を把握するとともに、学

位授与に必要とされる学習の要件と体系性を検討するための基礎となる研究を行う。

イ 学位取得後１年及び５年を経過した者に対するアンケート調査を実施し、現行制度

の現状と機能を把握する。また科目分類支援システムにおける学習機能のさらなる洗

練化を図る。

② 高等教育レベルの学習の多様化に応じた学習の成果の評価に関する研究

ア 複数の高等教育機関において取得された単位の累積に基づいて学位を授与するシス

テムと、単位互換制度等それを支援する仕組みに関する調査研究を行う。

イ 国内外における大学外の高等教育レベルの多様な学習の成果を、大学の単位として

認定する方法について調査研究を行う。

（３）研究成果の公表等

『 』 、 。① 学術誌 大学評価・学位研究 を年に１回以上発行し 関係高等教育機関へ送付する

また、投稿された論文等をウェブサイトに掲載し、外部に公表・提供する。

② 科学研究費補助金など外部資金の獲得及び適正な執行支援のため、研究者に対し説明

会等を開催する。

③ 機構の業務の推進に資することを目的とした「海外派遣制度」に基づき、研究者の派

遣の支援を行う。

５ 情報の収集、整理、提供

（１）大学等の教育研究活動等の状況について、評価に資するための国内外の情報の収集、整

理、提供

① 大学等及び他の評価機関の行う評価活動に資するため、教育研究活動等の状況に関す

る情報、大学等の自己点検・評価等の情報、及び国内外の評価に関する情報を収集・整

理し、提供する。

② 平成２０年度に作成した「高等教育に関する質保証関係用語集 「高等教育に関す」、

る質保証システムの概要（日本版 」等の資料を提供するとともに、諸外国の「高等教）

育分野における質保証システムの概要（各国版 」を順次作成する。また、学位の質保）

証等の情報等を収集・整理し、提供する。

「国際的な大学連携プログラムの質保証に関する調査研究」に関しては調査研究を実

施し情報収集･提供等を行う。

③ 大学等や評価担当者の負担の軽減と機構の評価業務の効率化のため、大学情報データ

ベースの公私立大学への拡大と情報の公開、認証評価への活用に向けた検討を行う。

国立大学法人及び大学共同利用機関法人の第２期中期目標期間における教育研究活動

等の評価への活用に向け、データ項目を中心としたシステム改良について検討を開始す

る。

④ ア 広報誌「機構ニュース」を毎月発行するほか、ウェブサイト等を活用し、評価事

業に関する情報を提供する。

イ 情報の提供に必要な環境を整備する。

ウ ウェブサイトのアクセス件数を調査・分析する。

（２）大学における各種の学習の機会等に関する情報の収集、整理、提供

① 大学等で行われている学習機会等に関する情報を収集・整理し、提供する。
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② 「平成２２年度科目等履修生制度の開設大学一覧」及び「平成２２年度大学評価・学

位授与機構認定短期大学・高等専門学校専攻科一覧」を作成し、本機構のウェブサイト

において公開する。

③ ア 広報誌「機構ニュース」を毎月発行するほか、ウェブサイト等を活用し、学位授

与事業に関する情報を提供する。

イ 情報の提供に必要な環境を整備する。

ウ ウェブサイトのアクセス件数を調査・分析する。

６ 認証評価

（１）大学、短期大学、高等専門学校の教育研究活動等の総合的状況に関する評価

① 評価体制の整備等

大学、短期大学からの評価の申請状況に応じた評価体制を整え、評価の実施に必要な

評価者を確保する。

この他、適宜評価体制等の見直しを図るとともに、評価担当者の研修を適切に実施す

る。

また、評価基準の改定を行うとともに大学の機能別に応じた評価や学部等の教育研究

上の組織を単位とする分野別評価の実施に向けた検討を行う。

② 評価の実施

申請を受け付けた大学、短期大学について、評価を適切に実施し、評価報告書を当該

大学、短期大学及び設置者に提供し、並びに公表する。

③ 評価の受付

平成２３年度に実施する評価について、大学、短期大学、高等専門学校から評価の申

請を受け付ける。

④ 評価結果の検証等

平成２１年度に評価を実施した大学、短期大学に対し、評価結果が実際の教育研究活

動等の改善に結びついているか等、評価の有効性、適切性について多面的な検証を実施

する。また、今後の認証評価の実施方法等の検討に資するための検証を行う。

（２）専門職大学院の教育研究活動の状況に関する評価

① 評価体制の整備等

法科大学院の教育研究活動の状況に関する評価について、大学からの評価の申請状況

に応じた評価体制を整え、評価の実施に必要な評価者を確保する。

この他、適宜評価体制等の見直しを図るとともに、評価担当者の研修を適切に実施す

る。また、評価基準の改定を行う。

② 評価の実施

申請を受け付けた大学の法科大学院について、評価を適切に実施し、評価報告書を当

該法科大学院を置く大学に提供し、並びに公表する。

③ 評価の受付

平成２３年度に実施する評価について、法科大学院を置く各大学から評価の申請を受

け付ける。

④ 評価結果の検証等

平成２１年度に評価を実施した法科大学院に対し、評価結果が実際の教育研究活動等

、 、 。の改善に結びついているか等 評価の有効性 適切性について多面的な検証を実施する

また、今後の認証評価の実施方法等の検討に資するための検証を行う。
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７ その他上記の業務に附帯する業務

（１）評価文化の定着と評価に携わる人材の育成

① 国内の評価機関等との連絡協議会を開催し、評価事業の円滑な実施に向けた連絡調整

及び連携・協力を行う。

② 大学等の評価関係者等の育成を図るため、大学等の評価関係者等に対する研修等を行

う。

（２）国際的な質保証に関する活動

国際的な質保証ネットワーク及び国際機関等の行う会議等に積極的に参加するととも

に、海外の質保証機関等と質保証に関する連携協力による活動を行う。

特に、日中韓における質保証の連携を緊密にすると共に質保証の国際会議開催を通して

アジアにおける質保証の連携強化を図る。

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む 、収支計画及び資金計画。）

１ 予算 別紙１のとおり

２ 収支計画 別紙２のとおり

３ 資金計画 別紙３のとおり

４ 人件費の削減

国家公務員の給与構造改革を踏まえた役職員給与の必要な見直しを行う。また、その影響

額等も見通した上で、平成２２年度の常勤役職員に係る人件費を平成１７年度に比べて概ね

５％以上削減する。

Ⅳ 短期借入金の限度額

１ 短期借入金の限度額 ６億円

２ 短期借入金を必要とする事態としては、運営費交付金の受入れに遅延が生じた場合、予定

していない退職手当の支出などにより緊急に資金が必要となる場合等が想定される。

Ⅴ 重要な財産の処分等に関する計画

小平第二住宅については、入居者が５割を下回り、その改善の見込みがない場合には、国の

資産債務改革の趣旨を踏まえ、売却等の措置を検討する。

Ⅵ 剰余金の使途

機構の決算において、剰余金が発生したときは、評価業務、学位授与業務、調査研究業務及

び情報収集・整理・提供業務の充実に充てる。

Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項

１ 人事に関する計画

（１）方針

① 業務運営の効率化を推進し、業務量の変動に応じた柔軟な組織体制を構築するととも

に、人事交流により幅広い人材の確保を図り、職員の計画的かつ適正な配置を行う。
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② 特に事務系職員には、専門的な能力の向上を図るため、実践的研修を実施するととも

に専門的研修事業の活用を行う。

（２）人員に係る指標

常勤職員数（期限付職員を除く ）については、適宜、業務等を精査し、職員数の適正。

化に努める。
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（別紙１）

（単位：百万円）

区 別 金 額

収入

運営費交付金 1,755

大学等認証評価手数料 91

学位授与審査手数料 106

その他 8

計 1,960

支出

業務等経費 1,413

うち 人件費（退職手当を除く） 871

物件費 518

退職手当 24

大学等評価経費 91

学位授与審査経費 106

一般管理費 349

うち 人件費（退職手当を除く） 210

物件費 132

退職手当 7

計 1,960

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しない。

平成２２年度 予算
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（別紙２）

（単位：百万円）

区 別 金 額

費用の部 1,968

経常費用 1,968

業務等経費 1,389

大学等評価経費 91

学位授与審査経費 106

一般管理費 339

減価償却費 43

財務費用 0

収益の部 1,968

運営費交付金収益 1,720

大学等認証評価手数料 91

学位授与審査手数料 106

資産見返物品受贈額戻入 7

資産見返運営費交付金戻入 36

雑収入 8

純利益 0

総利益 0

平成２２年度 収支計画
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（別紙３）

（単位：百万円）

区 別 金 額

資金支出 1,960

業務活動による支出 1,925

投資活動による支出 35

財務活動による支出

次期中期目標期間への繰越金

資金収入

業務活動による収入 1,960

運営費交付金による収入 1,755

その他の収入 205

投資活動による収入

財務活動による収入

前期中期目標期間よりの繰越金

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しない。

平成２２年度 資金計画
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